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I 事業の実施状況について（公益目的事業） 

１  資金貸付事業（定款第４条第１項第１号） 

(１) 長期貸付 

①  資金貸付額の選定 

４月３日 令和５年度長期貸付事業の５月貸付分として、事業計画に基づき５月貸

付分（資金貸付額 20 億円のうち５月貸付 10 億円）に対し、愛媛県市町振興課へ貸付予

定団体及び金額の選定を依頼した。 

 

②  資金貸付額の通知 

４月 17 日 愛媛県市町振興課から貸付希望団体（３市３町）の借入希望額の通知が

あった。 

 

③  長期貸付の借入申込通知 

４月 24 日 借入希望のあった３市３町に対し、関係書類を添付のうえ通知した。 

 

④  長期貸付の貸付利率について 

５月２日 ５月 24 日の貸付利率を全国協会に準じ、償還期間５年を年 0.10％、10

年、12 年、15 年を年 0.30%と決定した。 

 

⑤  長期貸付の借入申込受付 

５月８日 電子データにより借入申込受付を行い、３市、３町から長期貸付の借入

申込みがあった。 

 

⑥  長期貸付の借入手続（案内） 

５月 18 日 長期貸付の借入申込みのあった３市３町に対し、長期貸付決定の案内を

行った。 

 

⑦  長期貸付金の貸付 

５月 24 日 借入申込みのあった３市３町の 27 事業に対し、愛媛県協会分《別表１》

のとおり貸付を行った。 

 

⑧  資金貸付額の選定 

１月 12 日 令和５年度長期貸付事業の令和６年３月分として、事業計画に基づき資

金貸付総額 2,000,000 千円のうち、令和５年５月貸付後の残額 1,115,700 千円に対し、

愛媛県市町振興課へ貸付予定団体及び金額の選定を依頼した。 
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⑨  資金借入希望額の通知 

１月 31 日 愛媛県市町振興課から借入希望団体の借入希望額の通知があった。 

 

⑩  長期貸付申込通知 

２月５日 貸付対象団体（５市３町）に対し、関係書類を添付のうえ通知した。 

 

⑪  長期貸付の借入申込受付 

２月 22 日 電子データにより借入申込受付を行い、５市３町から長期貸付の借

入申込みがあった。 

 

⑫  長期貸付の貸付利率について 

３月１日 ３月25日の貸付利率を全国協会に準じ、償還期間５年、10年、12年を

0．30％、15年を0．50％と決定した。 

 

⑬  長期貸付の借入手続（案内） 

３月13日 長期貸付の借入申込みのあった５市３町に対し、長期貸付決定の案内

を行った。 

 

⑭  長期貸付金の貸付 

３月25日 借入申込みのあった５市３町の22事業に対し、愛媛県協会分≪別表２≫

のとおり貸付を行った。 
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 ≪別表１≫ 貸付日：令和５年５月 24 日 

  愛媛県協会資金 ８８４，３００千円 （３市３町 27 事業） （単位：千円） 

団体名 事業名 事業種別 貸付額 
償還 

期間 

今治市 消防本部庁舎改修事業（シャワー室増設） 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 2,800 １０年

 西署改修事業（仮眠室、シャワー室増設） 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 10,500 １０年

 常備消防施設整備事業（水槽付ポンプ車） 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 74,100 １５年

 消防ドローン（無人航空機）等整備事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 8,200 ５年 

 同報系防災行政無線電波障害対策事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 16,300 １０年

 共通基盤システム移転更新事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 15,700 ５年 

 吉海認定こども園ブロック塀改修事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 7,300 １０年

宇和島市 吉田統合小中学校整備事業 過 疎 対 策 事 業 88,000 １２年

 吉田港改修事業 過 疎 対 策 事 業 13,500 １２年

 吉田公園整備事業 旧 合 併 特 例 事 業 10,000 １２年

 こども支援施設改築事業 旧 合 併 特 例 事 業 17,700 １２年

 津島町クリーンセンター解体事業 旧 合 併 特 例 事 業 178,000 １２年

西条市 消防車両等整備事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 40,800 ５年 

 消防水利整備事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 17,300 １０年

 小学校管理費（照明器具改修） 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 7,100 １０年

上島町 耐震性貯水槽設置事業 合 併 特 例 事 業 15,100 １０年

 弓削高等学校学生寮整備事業 合 併 特 例 事 業 12,800 １０年

 公共下水道（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 1,200 １０年

 農業集落排水（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 300 １０年

 浄化槽（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 300 １０年

松前町 白鶴保育所改築事業（白鶴保育所新築工事） 施 設 整 備 事 業 122,900 １５年

 
保育所解体事業（二名保育所解体事業） 

公 共 施 設 等 適 正 管 理

推 進 事 業 
38,300 １０年

 聖浄苑建設負担金 一 般 事 業 122,500 １５年

愛南町 県営土木事業負担金（旧合併特例事業） 旧 合 併 特 例 事 業 12,900 １０年

 町道中溝線外路肩改良事業（旧合併特例事

業） 

旧 合 併 特 例 事 業 5,000 １０年

 町道弓立越田線道路改良事業（旧合併特例事

業） 

旧 合 併 特 例 事 業 27,500 １０年

 海洋資源開発センター新養殖棟屋根等改修事

業（旧合併特例事業） 

旧 合 併 特 例 事 業 18,200 １０年

合計 （３市３町 ２７事業）  884,300  
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 ≪別表２≫ 貸付日：令和６年３月25日 

  愛媛県協会資金 ５６２，０００千円 （５市３町 22事業） （単位：千円） 

団体名 事業名 事業種別 貸付額 
償還 

期間 

松山市 公民館施設マネジメント事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 13,300 １０年

 消防団車両機械購入事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 32,900 １０年

 消防団ポンプ蔵置所耐震化事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 3,600 １０年

宇和島市 地域総合整備資金貸付事業 一 般 事 業 80,000 １２年

 丸山公園整備事業 合 併 特 例 事 業 28,600 １２年

 雨水排水路整備事業（国永排水路） 合 併 特 例 事 業 6,800 １２年

 都市再生整備事業（第２期） 合 併 特 例 事 業 59,900 １２年

 雨水排水路整備事業（御殿内排水路） 合 併 特 例 事 業 37,000 １２年

 市道大浦 25 号線道路新設改良事業 過 疎 対 策 事 業 7,100 １２年

八幡浜市 いきいきプチファーム施設改修事業 施 設 整 備 事 業 14,500 １２年

西条市 団体営ほ場整備事業 一般補助施設整備事業 7,700 １５年

 消防車両等整備事業 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 7,800  ５年

 ため池豪雨災害緊急対策事業 緊 急 自 然 災 害 防 止 事 業 19,100 １５年

大洲市 農業集落排水事業 下 水 道 事 業 5,600 １０年

上島町 弓削高等学校学生寮整備事業 合 併 特 例 事 業 42,700 １０年

 簡易水道（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 6,900 １０年

 公共下水道（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 9,200 １０年

 農業集落排水（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 4,400 １０年

 浄化槽（公営企業会計移行事業） 公 営 企 業 会 計 適 用 1,500 １０年

久万高原町 柳谷小学校体育館大屋根軒樋等改修工事 旧 合 併 特 例 事 業 13,100 １５年

砥部町 砥部町文化会館空調設備更新事業 一 般 事 業 129,000 １５年

 
町道川井三角麻生線舗装補修事業 

公共施設等適正管理推

進 事 業 
31,300 １５年

合計 （５市３町 ２２事業） 562,000  
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(２) 貸付金償還 

①  令和５年度分元利金払込通知書（上期分） 

９月19日・25日 貸付団体に対し、「令和５年度分元利金払込通知書（上期分）」を

送付し、全貸付団体から償還された。 

②  令和５年度分元利金払込通知書（下期分） 

３月18日・25日 貸付団体に対し、「令和５年度分元利金払込通知書（下期分）」を

送付し、全貸付団体から償還された。 

 

(３) 貸付残高 

令和５年度においては、貸付団体から長期貸付金の元金返済額2,283,555千円を受入、新

たに1,446,300千円の貸付（６市５町・49件）を行い、同年度末における長期貸付の残高は、

582件、15,246,496.5千円となった。 

年度別内訳は、次のとおり。 

≪別表３≫ 

年度別長期貸付額及び貸付残高 

（単位：千円） 

年度 

当初貸付額 5 年 度 償 還 額 5 年度末残高 

件数 金額 

利率 

金額 件数  金額 
全国

県 

5月 3 月 

昭和 56 年度 46 500,200 3.0 5.5 0 0 0

昭和 57 年度 54 549,000 3.0 5.5 0 0 0

昭和 58 年度 48 500,000 3.0 5.5 0 0 0

昭和 59 年度 41 500,000 3.0 5.5 0 0 0

昭和 60 年度 39 550,000 3.0 5.5 0 0 0

昭和 61 年度 37 750,000 3.0 注 1 0 0 0

昭和 62 年度 32 850,000 3.0 3.0 0 0 0

昭和 63 年度 37 1,050,000 3.0 3.0 0 0 0

平 成 元 年 度 28 1,250,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 2 年度 39 1,400,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 3 年度 30 1,500,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 4 年度 35 1,700,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 5 年度 50 2,000,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 6 年度 39 2,100,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 7 年度 39 2,250,000 3.0 3.0 0 0 0

平成 8 年度 34 2,300,000 2.8 2.8 0 0 0

平成 9 年度 51 2,400,000 1.6 1.6 0 0 0

平成 10 年度 47 2,400,000 1.6 1.6 0 0 0

平成 11 年度 53 2,400,000 1.5 1.5 0 0 0
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年度 

当初貸付額 5 年 度 償 還 額 5 年度末残高 

件数 金額 

利率 

金額 件数  金額 
全国

県 

5月 3 月 

平成 12 年度 54 2,400,000 1.1 1.1 0 0 0

平成 13 年度 42 2,400,000 1.0 1.0 0 0 0

平成 14 年度 60 2,400,000 0.4 0.4 0 0 0

平成 15 年度 35 2,400,000 0.9 0.9 0 0 0

平成 16 年度 34 2,000,000 1.0 注 2 0 0 0

平成 17 年度 37 2,200,000 1.2 0 0 0

平成 18 年度 24 2,500,000 1.3 0 0 0

平成 19 年度 22 2,200,000 1.0 0 0 0

平成 20 年度 20 2,200,000 0.9 0 0 0

平成 21 年度 19 2,200,000 0.8 0 0 0

平成 22 年度 21 2,200,000 0.8 0 0 0

平成 23 年度 22 2,200,000 0.6 220,000.0 0 0

平成 24 年度 16 2,200,000 0.3 220,000.0 16 220,000.0

平成 25 年度 15 456,000 0.3 45,600.0 15 91,200.0

平成 26 年度 19 1,778,100 0.1 177,810.0 19 533,430.0

平成 27 年度 37 1,866,300 0.1 0.1 186,630.0 37 641,950.0

平成 28 年度 55 2,228,300 0.1 0.01 211,196.0 53 1,083,888.0

平成 29 年度 73 3,222,700 0.01 注 3 330,044.0 73 1,796,038.0

平成 30 年度 68 2,698,200 別表 4 のとおり 272,526.0 68 1,781,440.0

令 和 元 年 度 73 2,920,900 〃 311,788.5 73 2,191,317.0

令和 2 年度 73 2,478,200 〃 184,497.0 73 2,237,497.0

令和 3 年度 66 1,885,700 〃 73,565.5 65 1,804,434.5

令和 4 年度 41 1,468,900 〃 49,898.0 41 1,419,002.0

令和 5 年度 49 1,446,300  0 49 1,446,300.0

合計 1,754 78,898,800 － 2,283,555.0 582 15,246,496.5

注 1＝3.0、5.0％で貸付 注 2＝0.9、1.0％で貸付 注 3＝0.2、0.05％で貸付 
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≪別表４≫ 

平成 30 年度以降の貸付利率 

 5 月貸付 3 月貸付 

5 年 10 年 12 年 15 年 5 年 10 年 12 年 15 年

平成 30 年度 
全国協会 0.01% 0.01% 0.01% 0.10% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04%

県協会 0.01% 0.01% 0.01% 0.10% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04%

令 和 元 年 度 
全国協会 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03%

県協会 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03%

令 和 ２ 年 度 
全国協会 0.10% 0.10% 0.11% 0.14% 0.10% 0.10% 0.11% 0.20%

県協会 0.10% 0.10% 0.11% 0.14% 0.10% 0.10% 0.11% 0.20%

令 和 ３ 年 度 
全国協会 0.10% 0.10% 0.11% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.30%

県協会 0.10% 0.10% 0.11% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.30%

令 和 ４ 年 度 
全国協会 0.10% 0.20% 0.30% 0.30% 0.20% 0.30% 0.30% 0.50%

県協会 0.10% 0.20% 0.30% 0.30% 0.20% 0.30% 0.30% 0.50%

令 和 ５ 年 度 
全国協会 0.10% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.50%

県協会 0.10% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.50%
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①  愛媛県協会貸付残高 

令和５年度においては、貸付団体から長期貸付金の元金返済額2,062,190千円を受

入、新たに1,446,300千円の貸付（６市５町・49件）を行い、同年度末における長期

貸付の残高は、526件、12,987,264千円となった。 

年度別内訳は、次のとおり。 

≪別表５≫ 

年度別長期貸付額及び貸付残高 

（単位：千円） 

年度 

当初貸付額 5 年度償還額 5 年度末残高 

件数 金額 
利  率 

金額 件数 金額 
５月 ３月 

昭和 56 年度 16 243,400 5.5 0 0 0

昭和 57 年度 28 299,000 5.5 0 0 0

昭和 58 年度 20 250,000 5.5 0 0 0

昭和 59 年度 20 250,000 5.5 0 0 0

昭和 60 年度 18 300,000 5.5 0 0 0

昭和 61 年度 18 500,000 注 1 0 0 0

昭和 62 年度 19 600,000 3.0 0 0 0

昭和 63 年度 24 750,000 3.0 0 0 0

平 成 元 年 度 16 850,000 3.0 0 0 0

平成 2 年度 25 900,000 3.0 0 0 0

平成 3 年度 20 1,000,000 3.0 0 0 0

平成 4 年度 27 1,200,000 3.0 0 0 0

平成 5 年度 36 1,400,000 3.0 0 0 0

平成 6 年度 33 1,500,000 3.0 0 0 0

平成 7 年度 32 1,600,000 3.0 0 0 0

平成 8 年度 27 1,600,000 2.8 0 0 0

平成 9 年度 43 1,600,000 1.6 0 0 0

平成 10 年度 39 1,600,000 1.6 0 0 0

平成 11 年度 45 1,600,000 1.5 0 0 0

平成 12 年度 50 1,600,000 1.1 0 0 0

平成 13 年度 38 1,600,000 1.0 0 0 0

平成 14 年度 52 1,600,000 0.4 0 0 0

平成 15 年度 22 1,600,000 0.9 0 0 0

平成 16 年度 24 1,600,000 注 2 0 0 0

平成 17 年度 37 2,200,000 1.2 0 0 0

平成 18 年度 24 2,500,000 1.3 0 0 0

平成 19 年度 22 2,200,000 1.0 0 0 0
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年度 

当初貸付額 5 年度償還額 5 年度末残高 

件数 金額 
利  率 

金額 件数 金額 
５月 ３月 

平成 20 年度 20 2,200,000 0.9 0 0 0

平成 21 年度 19 2,200,000 0.8 0 0 0

平成 22 年度 21 2,200,000 0.8 0 0 0

平成 23 年度 22 2,200,000 0.6 220,000 0 0

平成 24 年度 16 2,200,000 0.3 220,000 16 220,000

平成 25 年度 15 456,000 0.3 45,600 15 91,200

平成 26 年度 19 1,778,100 0.1 177,810 19 533,430

平成 27 年度 37 1,866,300 0.1 0.1 186,630 37 641,950

平成 28 年度 55 2,228,300 0.1 0.01 211,196 53 1,083,888

平成 29 年度 73 3,222,700 0.01 注 3 330,044 73 1,796,038

平成 30 年度 62 2,106,000 別表 5 のとおり 213,306 62 1,366,900

令 和 元 年 度 51 1,969,900 〃 206,976 51 1,449,942

令和 2 年度 56 1,988,200 〃 127,552 56 1,806,092

令和 3 年度 56 1,533,400 〃 73,178 55 1,452,522

令和 4 年度 40 1,148,900 〃 49,898 40 1,099,002

令和 5 年度 49 1,446,300 〃 0 49 1,446,300

合計 1,386 63,686,500 － 2,062,190 526 12,987,264

注 1＝3.0、5.0％で貸付 注 2＝0.9、1.0％で貸付 注 3＝0.2、0.05％で貸付 

 

②  全国協会貸付残高 

令和５年度においては、貸付団体から長期貸付金の元金返済額221,365千円の受入を行

い、同年度末における長期貸付の残高は、56件、2,259,232.5千円となった。 

年度別内訳は、次のとおり。 

≪別表６≫ 

年度別長期貸付額及び貸付残高 

（単位：千円） 

年度 

当初貸付額 5 年度償還額 5 年度末残高 

件数 金額 
利  率 

金額 件数 金額 
５月 ３月 

昭和 56 年度 30 256,800 3.0 0 0 0

昭和 57 年度 26 250,000 3.0 0 0 0

昭和 58 年度 28 250,000 3.0 0 0 0

昭和 59 年度 21 250,000 3.0 0 0 0

昭和 60 年度 21 250,000 3.0 0 0 0

昭和 61 年度 19 250,000 3.0 0 0 0
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年度 

当初貸付額 5 年度償還額 5 年度末残高 

件数 金額 
利  率 

金額 件数 金額 
５月 ３月 

昭和 62 年度 13 250,000 3.0 0 0 0

昭和 63 年度 13 300,000 3.0 0 0 0

平 成 元 年 度 12 400,000 3.0 0 0 0

平成 2 年度 14 500,000 3.0 0 0 0

平成 3 年度 10 500,000 3.0 0 0 0

平成 4 年度 8 500,000 3.0 0 0 0

平成 5 年度 14 600,000 3.0 0 0 0

平成 6 年度 6 600,000 3.0 0 0 0

平成 7 年度 7 650,000 3.0 0 0 0

平成 8 年度 7 700,000 2.8 0 0 0

平成 9 年度 8 800,000 1.6 0 0 0

平成 10 年度 8 800,000 1.6 0 0 0

平成 11 年度 8 800,000 1.5 0 0 0

平成 12 年度 4 800,000 1.1 0 0 0

平成 13 年度 4 800,000 1.0 0 0 0

平成 14 年度 8 800,000 0.4 0 0 0

平成 15 年度 13 800,000 0.9 0 0 0

平成 16 年度 10 400,000 1.0 0 0 0

平成 30 年度 6 592,200 別表 4 のとおり 59,220 6 414,540

令 和 元 年 度 22 951,000 〃 104,812.5 22 741,375

令和 2 年度 17 490,000 〃 56,945 17 431,405

令和 3 年度 10 352,300 〃 387.5 10 351,912.5

令和 4 年度 1 320,000 〃 0 1 320,000

合計 368 15,212,300 － 221,365 56 2,259,232.5
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２  市町村振興宝くじ交付金の交付事業（定款第４条第１項第２号） 

(１) 市町交付金 

２月20日 本協会市町交付金交付規程に基づき、ハロウィンジャンボ宝くじ収益金及び

クイックワン（9月発売回号分）のうち愛媛県から交付された交付金及び交付金から生ず

る受取利息等を財源とし、本協会配分基準（均等割50%、人口割50％）により算出し、市

町に対し交付した。 

【交付額】 １９７，７１８，１７１円 

 

 ≪別表≫    市町交付金一覧表   （単位：円） 

市町名 令和５年度 平成13年度～令和４年度 

 松 山 市 42,593,637  983,045,264

 今 治 市 16,231,891  563,937,276

 宇 和 島 市 10,115,989  273,398,863

 八 幡 浜 市 7,254,014  158,464,785

 新 居 浜 市 13,537,821  303,557,498

 西 条 市 12,811,712  322,628,847

 大 洲 市 7,948,633  211,393,665

 伊 予 市 7,616,806  178,477,631

 四 国 中 央 市 11,143,486  285,881,427

 西 予 市 7,549,689  220,735,513

 東 温 市 7,436,725  151,930,765

 上 島 町 5,411,645  143,685,277

 久 万 高 原 町 5,484,098  147,640,298

 松 前 町 7,232,218  128,393,187

 砥 部 町 6,476,346  131,312,359

 内 子 町 6,082,212  143,794,260

 伊 方 町 5,553,244  131,316,276

 松 野 町 5,213,000  83,116,501

 鬼 北 町 5,644,562  113,633,578

 愛 南 町 6,380,443  191,100,187

計 197,718,171  4,867,443,457  
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(２) 基金交付金 

６月22日 本協会基金交付金交付規程に基づき、サマージャンボ宝くじ収益金をもって愛

媛県が協会に交付する愛媛県交付金を積み立てる基金積立金を財源とし、本協会配分基準

（均等割50%、人口割50％）に基づき、市町に対し交付した。 

【交付額】 ２３４，８６８千円 

 

 ≪別表≫    基金交付金一覧表   （単位：千円） 

市町名 令和５年度 平成19年度～令和４年度 

 松 山 市 50,532  824,077 

 今 治 市 19,276  420,720 

 宇 和 島 市 12,045  220,593 

 八 幡 浜 市 8,625  137,265 

 新 居 浜 市 16,091  259,041 

 西 条 市 15,208  264,556 

 大 洲 市 9,452  170,866 

 伊 予 市 9,048  149,864 

 四 国 中 央 市 13,250  233,484 

 西 予 市 8,978  173,376 

 東 温 市 8,821  133,716 

 上 島 町 6,422  115,749 

 久 万 高 原 町 6,523  118,736 

 松 前 町 8,571  119,329 

 砥 部 町 7,692  116,270 

 内 子 町 7,229  120,697 

 伊 方 町 6,604  110,343 

 松 野 町 6,196  81,384 

 鬼 北 町 6,714  101,227 

 愛 南 町 7,591  148,873 

計 234,868  4,020,166  
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３  市町振興助成事業（定款第４条第１項第３号） 

(１) 市町振興に伴うイベント等助成事業 

イベント等の助成については、次の10市９町70事業に対し総額96,680千円を助成した。 

 （単位：円） 

団体名 イベント名等 実施年月日 助成額 団体支出額 

松 山 市 令和５年度平和資料展 令和５年７月21日～27日 590,000 1,347,252

 第35回トライアスロン中島大会 令和５年８月26日・27日 2,000,000 4,500,000

 風早にぎわいレトロまつり 令和５年11月26日 1,850,000 3,688,000

 男女共同参画推進事業（コムズフ

ェスティバル） 

令和６年２月３日・４日 670,000 1,331,001

今 治 市 サマーフェスタinかみうら2023 令和５年７月30日 3,000,000 6,224,000

 第28回水軍レース大会 令和５年７月30日 3,000,000 9,000,000

宇 和 島 市 第57回うわじま牛鬼まつり 令和５年７月22日～24日 2,850,000 8,400,000

 つしま夏祭り 令和５年８月17日 1,770,000 4,000,000

 大石昌良デビュー15周年記念宇和

島スペシャルライブ 

令和５年12月２日 1,070,000 2,125,053

 津島しらうお祭り 令和６年１月28日 310,000 3,440,000

八 幡 浜 市 八幡浜市文化会館ゆめみかん開館

25周年記念 葉加瀬太郎スペシャ

ルコンサートwith柏木広樹 西村

由紀江 

令和５年７月21日 3,660,000 7,317,164

 令 和 5 年 度 八 幡 浜 市 美 術 館 特 別 展

生 誕 110年 佐 藤 太 清 展 － 水 の心 象 －

令和５年７月１日～８月

20日 

2,340,000 5,252,366

新 居 浜 市 にいはまわくわく春まつり 令和５年５月３日～５日 750,000 1,490,000

 第40回にいはま夏まつり事業 令和５年６月27日～11月

30日 

710,000 1,425,000

 tuperatuperaのかおてん 令和５年７月８日～９月

３日 

2,460,000 14,718,149

 JAえひめ未来 農業まつり2023事

業 

令和５年12月10日 380,000 760,000

 SDGsに関する講演会 令和６年２月25日 1,550,000 3,085,500

西 条 市 いしづち山麓SWEETライド 令和５年11月５日 1,250,000 2,499,989

 スノーカーニバルin石鎚 令和６年１月６日～８日 300,000 581,063

 西 条 市 うちぬきマラソン大 会  令和６年１月８日 1,250,000 2,480,289

西条市ちびっこ駅伝大会  令和６年１月14日 480,000 951,188
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団体名 イベント名等 実施年月日 助成額 団体支出額 

    

大 洲 市 ながはま赤橋夏祭り 令和５年８月５日 760,000 1,853,000

 第41回かわべふるさと祭り 令和５年８月14日 1,260,000 2,720,000

 第35回わらじで歩こう坂本龍馬脱

藩の道 

令和５年９月23日・24日 330,000 807,000

 第 13回 大 洲 産 業 フェスタ2023 令和５年10月９日 2,410,000 5,000,000

 第35回肱川ふれあいまつり 令和５年11月19日 600,000 2,018,000

四 国 中 央 市 第16回書道パフォーマンス甲子園

(全国高等学校書道パフォーマン

ス選手権大会) 

令和５年７月23日 3,000,000 19,000,000

 みなと祭花火大会 令和５年７月25日 1,000,000 2,737,718

 第34回湖水まつり 令和５年８月５日 910,000 2,350,000

第19回四国中央市産業祭 令和５年11月18日・19日 1,090,000 3,100,000

西 予 市 宇和れんげまつり 令和５年４月29日 1,800,000 4,113,000

 奥地の海のかーにばる 令和５年８月13日 1,840,000 4,286,400

 乙井大相撲 令和５年11月28日・29日 2,360,000 4,712,000

東 温 市 家族で楽しむほっちょ市 令和５年４月16日 1,640,000 3,280,000

 東温アートヴィレッジフェスティ

バル 

令和５年８月27日 3,390,000 10,773,678

 第38回どてかぼちゃカーニバル 令和５年９月10日 400,000 800,000

 第16回商工会産業まつり 令和５年９月17日 420,000 830,000

 東温市ソフトボールフェスティバ

ル’24 

令和６年２月10日～12日 130,000 300,000

上 島 町 上島町ｽﾎﾟｰﾂ振興事業（愛媛ﾏﾝﾀﾞﾘ

ﾝﾊﾟｲﾚｰﾂ公式戦） 

令和５年９月３日 210,000 401,099

 Let’s！ ゆめしまサイクリング 

～ 人 と人 繋 ぐは島 の橋 と橋 ～  

令和５年10月９日 500,000 1,000,000

 上島町 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業（上島町ゆ

めしま海道駅伝大会） 

令和６年１月21日 320,000 629,629

久 万 高 原 町 久万納涼まつり 令和５年８月12日 1,700,000 3,500,000

 みかわ納涼まつり 令和５年８月19日 1,000,000 2,350,000

 第11回石鎚山ヒルクライム 令和５年９月３日 950,000 2,500.000

 第51回久万林業まつり 令和５年10月21日・22日 2,350,000 7,744,000

松 前 町 令和５年度まさき町夏祭り 令和５年８月４日･５日 4,000,000 12,939,000
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団体名 イベント名等 実施年月日 助成額 団体支出額 

松 前 町 第９回松前町産業まつり「たわわ

祭」 

令和５年11月11日・12日 2,000,000 8,049,175

砥 部 町 令和５年度砥部町国際交流サマー

スクール 

令和５年８月５日～７日 450,000 900,000

 令和５年度ショパンビレッジフェ

スティバルin砥部町 

令和５年10月15日 850,000 1,700,000

 広田ふるさとフェスタ 令和５年11月５日 1,860,000 3,713,004

 芸術文化フェスタ 令和５年11月18日･19日 410,000 802,889

内 子 町 ミュージカル二宮忠八物語公演 令和５年６月18日 820,000 1,628,000

 鼓動内子座特別公演 令和５年７月15日 340,000 675,313

 スバル音楽祭 令和５年７月15日～17日 120,000 225,940

 第63回内子笹まつり 令和５年８月６日･７日 910,000 2,000,000

 内子座文楽第24回公演 令和５年８月19日・20日 2,010,000 4,014,477

 茂山千三郎・内子狂言くらぶ 

二〇二三披露公演 

令和５年10月14日 1,010,000 2,004,110

伊 方 町 第６回はなはな祭り 令和５年５月27日 1,880,000 3,758,482

 第２回瀬戸の夕凪まつり 令和５年８月６日 1,120,000 2,698,874

 佐田岬マラソン2023 令和５年11月12日 2,000,000 4,000,000

 令和５年度伊方町生涯学習推進大

会 

令和６年２月25日 460,000 909,240

松 野 町 森の国の夏祭り2023 令和５年８月13日 790,000 2,200,000

 第70回不器男忌俳句大会 令和６年２月18日 360,000 717,792

 松野町特産品販売促進事業 令和５年９月３日～令和

６年３月26日 

940,000 1,870,319

鬼 北 町 せせらぎ魚っちんぐ 令和５年７月16日 200,000 398,000

 第39回武左衛門ふる里まつり 令和５年８月４日 500,000 1,000,000

 でちこんか2023 令和５年10月14日・15日 5,040,000 10,066,114

愛 南 町 第10回 愛南町いやしの郷トライ

アスロン大会 

令和５年６月３日 4,000,000 10,300,000

 宇崎竜童 弾き語り LIVE 

２０２３ 

令和５年11月５日 820,000 1,635,693

 荒牧陽子 松浦航大 ものまねジ

ョイントショー 

令和６年１月20日 1,180,000 3,022,000

計   １０市９町 ７０事業 96,680,000 252,649,960
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(２) 情報セキュリティ監査助成事業 

情報セキュリティ監査の助成については、次の３市１町に対し、総額3,050千円を助成

した。 

          （単位：円） 

団体名 助成額 団体支出額 

松 山 市 600,000 1,199,000 

今 治 市 530,000 1,056,000 

宇 和 島 市 990,000 1,980,000 

愛 南 町 930,000 1,859,000 

合 計 3,050,000 6,094,000 

 

 

 

(３) メンタルヘルス対策事業助成金 

５月12日 県・市町が連携して精神科医・保健師による相談体制を整備し、職員の

メンタルヘルス対策の一層の充実強化を図るために実施する精神科医・保健師の共同

設置をした愛媛県市町村職員共済組合に対して、2,500千円を助成した。 

 

 

(４) 災害支援金 

災害支援金については、該当なし。 
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４  市町職員等研修事業（定款第４条第１項第４号） 

(１) 愛媛県研修所での研修事業 

①   ４月６日 愛媛県研修所で実施している市町職員研修、能力開発研修及び県・市町

職員合同研修に要する経費（6,440千円）の支払について愛媛県知事と「令和５年度市

町職員研修に係る協定」の締結を行った。 

  ＜各講座は次のとおり＞ 

  【階層別研修】 

   ○県・市町中堅職員（年６回） ○市町係長級研修（年３回） 

   ○市町課長級研修   ○部長級・次長級セミナー 

  【専門研修】 

   ○財政運営実務講座  ○危機管理講座 

   ○アサーティブコミュニケーション講座 

  【県・市町合同研修】 

   ○行政法講座   ○民法講座 

   ○地方自治法講座（年２回） ○法制執務講座 

   ○実践型地域政策づくり合宿 ○女性職員キャリアデザイン講座 

   ○政策法務講座   ○住民ニーズ調査実践講座 

   ○協働型フィールドワーク講座 ○問題発見・解決能力向上講座 

   ○チームビルディング講座 ○マネジメント能力講座 

   ○タイムマネジメント講座 ○広報戦略とマスコミ対応講座 

   ○コーチング講座   ○問題解決・発想力パワーアップ講座 

   ○文書力基礎講座   ○レジリエンス向上講座 

   ○折衝力・交渉力講座  ○EBPM実践力向上講座～RESAS活用～ 

   ○ファシリテーション講座 ○実践営業力講座 

   ○業務効率向上講座  ○経営分析基礎講座 

   ○文章力実践講座   ○情報分析・活用力向上講座～SWOT分析～ 

   ○自治体法務検定受検コース ○課題解決創造力・実践力向上講座 

  【出前講座】 

   ○クレーム対応講座（年３回） 

 

②   ５月29日 令和５年度市町職員研修に係る協定書第２条の規程に基づき愛媛県研修

所から提出のあった納入通知書により、1,744千円（上半期分）を支払った。 

 

③   10月24日 令和５年度市町職員研修に係る協定書第２条の規程に基づき愛媛県研修

所から提出のあった納入通知書により、4,696千円（下半期分）を支払った。 
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④   ３月29日 同協定書第３条の規定に基づき提出のあった「令和５年度市町職員研修事

業実績報告書」を受理し、実施内容について承認した。 

 

区分 研   修   名 研修期間 研修終了者数

階 

層 

別 

研 

修 

県・市町中堅研修 第52期 R5.10.23～10.26 20

第53期 R5.11.13～11.16 18

第54期 R5.12.11～12.14 18

第55期 R6.１.15～１.18 16

第56期 R6.１.22～１.25 15

第57期 R6.１.29～２.１ 18

市町係長級研修 第95期 R5.10.17～10.20 29

第96期 R5.11.７～11.10 41

第97期 R5.12.５～12.８ 32

市町課長級研修 第44期 R5.10.19～10.20 48

専門 

研修 

財務運営実務講座 R5.７.27～７.28 15

アサーティブコミュニケーション R6.１.18～１.19 31

危機管理（地震災害対策）講座 R6.２.６～２.７ 中止

ス
テ
ー
ジ
ア
ッ
プ
研
修
（
県
・
市
町
職
員
合
同
） 

行政法講座  R5.９.12～９.13 9

民法講座（Web研修）  R5.10.５～10.６ 106

地方自治法講座 第1回 R5.９.４～９.５ 14

第2回 R5.９.25～９.26 15

法制執務講座 R5.８.１～８.２ 87

実践型地域政策づくり講座 R5.９.28～９.29 6

女性職員キャリアデザイン講座 R5.12.14～12.15 8

政策法務講座 R5.８.29～８.30 10

協働型フィールドワーク講座 R5.10.12～10.13 8

問題発見・解決能力向上講座 R6.１.10～１.11 10

チームビルディング講座 R5.９.26～９.27 11

ＤＸ企画力向上講座 R5.12.18～12.19 5

マネジメント能力講座 R5.11.９～11.10 11

タイムマネジメント講座 R5.８.９～８.10 10

広報戦略とマスコミ対応講座 R5.10.４～10.５ 11

コーチング講座 R5.11.21～11.22 10

問題解決・発想力パワーアップ講座 R5.７.18～７.19 9

文章力基礎講座 R6.１.９～１.10 15

レジリエンス向上講座 R5.12.４～12.５ 10

折衝力・交渉力講座 R5.12.４～12.５ 9
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区分 研   修   名 研修期間 研修終了者数

 ファシリテーション講座 R5.11.28～11.29 8

実践営業力講座 R5.11.30～12.１ 5

住民ニーズ調査実践講座 R5.８.７～８.９ 3

経営分析基礎講座 R5.11.20～11.21 13

文章力実践講座 R5.８.16～８.17 9

EBPM実践力向上講座～RESAS活用～ R5.10.３～10.４ 7

EBPM実践力向上講座～効果検証・実例創出

編～ 

R5.７.20～７.21 4

情報分析・活用力向上講座～SWOT分析～ R5.11.６～11.７ 5

自治体法務検定（政策法務）受験コース R5.12.１ 5

指導者養

成研修 

課題解決創造力・実践力向上講座 R5.６.23 17

出前講座 クレーム対応講座 （東予） R5.８.22 28

（中予） R5.８.24 19

（南予） R5.８.23 25

その他 部長級・次長級セミナー R5.11.６ 16

計 839

 

(２) 市町職員研修事業 

①  固定資産税家屋（非木造）評価実務研修会 

７月25日 「えひめ共済会館」（松山市）において、市町職員等を対象とした固定資

産税家屋（非木造）評価実務に関する研修会を開催し、35人が受講した。 

研修会の講師等は次のとおり。 

研修テーマ：「非木造家屋の評価について」 

講   師：一般財団法人資産評価システム研究センター特任講師 瀧下  誠 氏 

 

②  地方財政に関する研修会 

９月22日 「愛媛県林業会館」（松山市）において、市町職員等を対象とした地方財

政に関する研修会を開催し、45人が受講した。 

研修会の講師等は次のとおり。 

研修テーマ：「地方財政をめぐる諸課題」 

講   師：総務省自治行政局地域政策課理事官 萩原  啓 氏 
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(３) 市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）受講に係る助成 

  市町村職員中央研修所受講者への助成については、受講した次の９市６町２組合（85人）

に対し、総額4,317,964円を助成した。 

          （単位：円） 

団体名 人数 助成額 団体名 人数 助成額 

松 山 市 7 346,467 今 治 市 3 143,537

宇 和 島 市 8 429,486 新 居 浜 市 20 1,015,151

西 条 市 6 310,417 大 洲 市 7 343,411

伊 予 市 7 353,937 四 国 中 央 市 4 213,590

東 温 市 4 212,817 上 島 町 1 40,000

久 万 高 原 町 2 93,700 松 前 町 6 287,600

内 子 町 2 107,417 鬼 北 町 2 97,600

愛 南 町 3 146,400 愛媛地方税滞

納 整 理 機 構

2 122,434

松山広域 福祉

施設事務 組合 

1 54,000   

計 85 人 4,317,964 円 

 

 

《市町村職員中央研修所の各市町等・研修別内訳》 

〈課程・科目別、団体別修了者数〉 

課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専 

 

 

門 

 

 

実 

 

 

務 

行政のデジタル

化の推進 

R5.6.5～9 

  1  1                 

住民協働による

地域づくり 

R5.6.5～9 

       1

契約実務 

R5.6.12～16 

 1      

持続可能な地域

づくりと環境保

全 

R5.6.12～16 

   1    
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課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専 

 

 

門 

 

 

実 

 

 

務 

住民行政事務能

力の向上 

R5.6.19～23 

   1    

自治体の働き方

改革 

R5.6.19～23 

    1    

法 令 実 務 B（ 応

用） 

R5.6.27～7.7 

 1   1    

人口減少時代の

都市計画 

R5.6.27～7.5 

 1      

法令実務A（基

礎） 

R5.7.10～14 

    2 1    1

管理職の必須知

識講座 

R5.7.12～14 

    1    

管理職を目指す 

ステップアップ

講座 

R5.7.24～28 

   1 1    1

地域運営組織の

形成と運営 

R5.7.24～28 

   1    

地方公会計制度 

R5.7.31～8.4 

    1    
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課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市 

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町 

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専 

 

 

門 

 

 

実 

 

 

務 

管理職のための

リーダーシッ

プ・マネジメン

ト講座 

R5.8.2～4 

1     1     

固定資産税課税

事務（土地） 

R5.8.17～25 

  1   1     

自治体財政運営

講座 

R5.8.17～25 

         1

住民税課税事務 

R5.8.28～9.7 

     1     

ICTによる情報

政策 

R5.8.28～9.1 

     1 1     

住民窓口サービ

スの向上 

R5.9.4～8 

    1 1     

上下水道事業の

経営管理 

R5.9.4～8 

    1 1     1

人事評価制度の

運用改善と活用 

R5.9.11～15 

 1 1   1     

ナッジ等を活用

した政策イノベ

ーション 

R5.9.11～15 

    1     
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課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市 

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町 

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専 

 

 

門 

 

 

実 

 

 

務 

公共施設の総合

管理 

R5.9.11～15 

     1 1 1     

全国地域づくり

人財塾 

R5.9.20～22 

1      1   

資金調達・運

用・財政分析の

集中講座 

R5.9.20～22 

    1     

住民税課税事務 

R5.9.26～10.6 

      1   

市町村税徴収事

務 

R5.9.26～10.6 

         1

住民との合意形

成に向けたファ

シリテーション

の実務 

R5.10.2～6 

    2     

組織のリスクマ

ネジメント 

R5.10.10～12 

 1    3     

固定資産税課税

事務（家屋） 

R5.10.10～20 

    1     

フォロワーシッ

プによる組織づ

くり 

R5.10.23～27 

1     1     
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課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市 

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町 

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専 

 

 

門 

 

 

実 

 

 

務 

議会事務 

R5.10.23～27 

    1     

市町村税徴収事

務 

R5.11.7～17 

    1     1

住民税課税事務 

R5.11.7～17 

    2 1     

災害に強い地域

づくりと危機管

理 

R5.11.30～12.8 

  1       

高齢者福祉の推

進 

R5.11.30～12.8 

    1     

教育現場の DX 

R5.12.11～15 

1         

訴訟と行政不服

審査の実務 

R5.12.11～15 

1         

管理職特別セミ

ナー～自治体経

営の課題～ 

R6.1.11～12 

     1     

観光戦略と実践 

R6.1.15～19 

  1   1     

職場のリーダー

養成講座 

R6.1.22～26 

1     1     

政策企画 

R6.1.22～26 

     1 1     
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課 

 

程 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市 

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町 

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

専

門

実

務 

行政のデジタル

化の推進 

R6.1.22～26 

     1     1

選挙事務 

R6.2.14～22 

1         

広報の効果的実

践 

R6.2.14～22 

    1 1 1     

特 

 

 

別 

監査委員特別セ

ミナー 

R5.4.20～21 

 1    1     

管理職特別セミ

ナー 

R5.4.27～28 

    2     

市町村議会議員

特別セミナー 

R5.11.1～2 

     3     

市町村議会議員

特別セミナー 

R6.1.9～10 

     1     

計 7 3 8 0 20 6 7 7 4 0 4 1 2 6 0 2 0 0 2 3 3

※一組等……松山広域福祉施設事務組合、愛媛地方税滞納整理機構 
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(４) 全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）受講に係る助成 

 全国市町村国際文化研修所受講者への助成については、受講した次の８市５町

２組合等（60人）に対し、総額2,005,371円を助成した。 

         （単位：円） 

団体名 人数 助成額 団体名 人数 助成額 

松 山 市 6 172,910 今 治 市 10 357,704

宇 和 島 市 2 57,100 新 居 浜 市 10 326,360

西 条 市 6 183,250 伊 予 市 2 72,950

四 国 中 央 市 1 30,950 東 温 市 1 30,850

上 島 町 2 60,400 久 万 高 原 町 1 28,800

松 前 町 9 331,428 砥 部 町 1 58,848

内 子 町 1 29,550 愛媛地方税滞

納 整 理 機 構

7 233,421

愛 媛 県 町 村

議 会 議 長 会 

1 30,850   

計 60 人 2,005,371 円 

 

 

 

《全国市町村国際文化研修所の各市町等・研修別内訳》 

〈課程・科目別、団体別修了者数〉 

区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

国

際

文

化

研

修 

自治体外国人施策

の実務～第一線で

対応する方のため

に～ 

R5.6.5～7 

   1    
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

国

際

文

化

研

修 

多様性社会を生き

る「次世代」の育

成～外国につなが

りを持つ子どもた

ちへの学習支援～ 

R5.7.24～28 

1       

災害時における外

国人への支援セミ

ナー 

R5.9.25～27 

1       

障がいのある人へ

の自立支援 

R5.11.13～17 

    1    

国際消防救急隊セ

ミナー 

R6.2.19～21 

1       

JET プログラム国

際交流員(CIR)中

間研修 

R6.3.4～6 

     1  

公

共

政

策

技

法

研

修 

自治体職員のため

のデータ分析の基

本～分析から政策

展開へ～ 

R5.6.26～28 

 1       

自治体職員のため

の行動経済学～ナ

ッジを中心として

～ 

R5.7.19～21 

 1    1    
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

政 

 

策 

 

・ 

 

実 

 

務 

災害発生時の市町

村の対応 

R5.5.22～26 

   1    

法令実務 A（基

礎） 

R5.6.5～9 

 1   1 1    

市町村税徴収事務 

R5.6.13～23 

       1

グリーンリカバリ

ーと地域の産業政

策～地球温暖化対

策と再生可能エネ

ルギーの活用～ 

R5.6.12～14 

 1       

次世代を担う若手

職員育成研修 

（インターバル研

修） 

R5.7.11～10.24 

   1    

住民税課税事務 

R5.7.18～28 

    1 1   

保育士・幼稚園教

諭のための保育行

政 

R5.7.24～26 

    1    

これからの自治体

人材マネジメント 

R5.8.7～9 

    1    
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

政 

 

策 

 

・ 

 

実 

 

務 

定年延長とシニア

人材の活用推進～

エンゲージメント

を高めて組織力の

向上を図る～ 

R5.8.28～30 

 1    1    

スポーツと地域の

活性化 

R5.9.4～6 

1       

自治体の自律的な

財政運用～制度と

最新の動向～ 

R5.9.6～8 

1   1    

相談業務担当職員

のためのコミュニ

ケーション技法～

マイクロカウンセ

リングを中心に～ 

R5.9.19～21 

    1    

住民との協働によ

るまちづくり～町

作りコーディネー

ターの役割と技術

の習得～ 

R5.9.25～29 

    1    

法令実務 B（応

用） 

R5.9.26～10.6 

 1       
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

政 

 

策 

 

・ 

 

実 

 

務 

使用料等の債権回

収 

R5.10.2～6 

 2       

地域からゼロカー

ボンを考える 

～GX の推進を目

指して～ 

R5.10.10～12 

   1    

デザイン思考を活

用した新たな行政

課題の解決方法 

R5.10.11～13 

1   1 1    

市町村議会事務局

職員研修 

R5.10.11～13 

       1

高齢者が活躍でき

る地域づくり～生

きがいとしての社

会参加～ 

R5.10.16～18 

   1    

自治体の広報～住

民に読まれ、親し

まれる広報を目指

して～ 

R5.10.25～27 

    1    

滞納整理の実践と

徴収マネジメント 

R5.11.6～10 

       6

自治体の中小企業

支援 

R5.11.13～15 

 1    1    
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

政 

 

策 

 

・ 

 

実 

 

務 

住民の健康を考え

る～健康寿命を延

ばすために～ 

R5.11.27～29 

    1    

これからの農業を

考える 

R5.12.6～8 

   1    

多文化共生の地域

づくりコース 

R6.1.15～16 

    1    

災害発生時の市町

村の対応 

R6.1.29～2.2 

    1 1    

自治体職員のため

のデータ分析の基

本～分析から政策

展開～ 

R6.2.13～15 

   1    

空き家対策～自治

体の対処法～ 

R6.2.26～28 

 1    1    

幹

部

職

員 

女性リーダーのた

めのマネジメント

研修 

R5.7.10～14 

    1 1    

女性リーダーのた

めのマネジメント

研修 

R5.12.4～8 

    1    
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区 

 

分 

団体名 

 

 

 

科目 

松

山

市 

今

治

市

宇

和

島

市 

八

幡

浜

市 

新

居

浜

市 

西

条

市

大

洲

市

伊

予

市

四

国

中

央

市

西

予

市

東

温

市

上

島

町

久

万

高

原

町

松

前

町

砥

部

町 

内

子

町 

伊

方

町 

松

野

町

鬼

北

町

愛

南

町

一

組

等

市

町

村

長

・

議

員 

市町村議会議員研

修「社会保障・社

会福祉」 

R5.7.3～5 

    1    

トップマネジメン

トセミナー 

R5.10.2～3 

 1      

市町村議会議員研

修「人口減少社会

における議会の役

割」 

R5.10.10～12 

 1      

市町村議会議員研

修「地方財政制度

の基本と自治体財

政」 

R5.10.18～20 

    1    

計 6 10 2 0 10 6 0 2 1 0 1 2 1 9 1 1 0 0 0 0 8

※一組等……愛媛県町村議会議長会、愛媛地方税滞納整理機構 

 

 

 

(５) 関係団体研修事業等に係る助成 

 関係団体研修事業等の助成については、次のとおり2,000,000円を助成した。 

         （単位：円） 

団 体 名 研  修  名 助 成 額 

愛媛県町村会 令和５年度町（市）職員研修

会 

1,000,000

愛媛県町村議会議長会 令和５年度愛媛県町村議会議

員研修会 

1,000,000

計 2,000,000
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５  市町の振興に関する情報提供事業（定款第４条第１項第５号） 

(１) 令和５年度版「愛媛県市町要覧」の配布 

 ３月27日 愛媛県市町振興課の編集により県内市町の行財政等の概況を掲載した

「愛媛県市町要覧」（令和５年度版）を発行し、県内全市町及び関係団体へ配布した。 

 

(２) 市町振興のための資料の配布 

配布なし 

 

(３) 地域づくり情報誌発行事業 

①   ４月１日 地域づくり情報誌発行事業に要する経費（3,894千円）について、公益財

団法人えひめ地域活力創造センター理事長 大塚岩男と「令和５年度地域づくり情報誌

発行事業」の委託契約を締結した。 

◇ 「舞たうん」・発行回数 年３回  ・発行部数 各 2,500 部 

 県内各地で繰り広げられている「まちづくり・むらおこし」活動を紹介し、地

域のまちづくり活動の情報発信と地域づくり活動者のネットワーク誌として、ま

た、地域に根ざしたまちづくり情報誌として発行。 

◇ 地域活性化イベントポータルサイト「えひめイベントＢＯＸ」の運用保守等 

 年間を通じ県内各地で繰り広げられる、地域イベントの最新情報を発信する

WEB サイトを運用することで、まちづくりの気運の醸成を図る。 

②   ９月６日 「令和５年度地域づくり情報誌発行事業」委託契約第６条の規定に基づ

き公益財団法人えひめ地域活力創造センター理事長 大塚岩男から提出された「令和

５年度地域づくり情報誌発行事業計画書」を承認した。 

③   10月18日 令和５年度地域づくり情報誌発行事業委託契約書第12条の規定に基づき

９月15日付けで公益財団法人えひめ地域活力創造センター理事長から提出のあった「令

和５年度地域づくり情報誌発行事業委託料前金払請求書」を受理し3,894千円を支払っ

た。 

④   ３月31日 令和５年度地域づくり情報誌発行事業委託契約書第10条の規定に基づき3

月31日付けで公益財団法人えひめ地域活力創造センター理事長から実績報告書を受理し

た。 
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II その他事業について 

１  市町関係団体等への助成及び寄附 

(１) 愛媛県市長会・愛媛県町村会を経由して行う助成 

①  一般財団法人地域活性化センター年会費に係る助成 

 ６月９日 一般財団法人地域活性化センターの令和５年度年会費2,170千円に

充当するため、次のとおり助成した。 

 愛媛県市長会 1,540千円 

 愛媛県町村会  630千円 

 《参考》 『一般財団法人地域活性化センター』 

  〒107-0027 住所 東京都中央区日本橋２－３－４ 

           日本橋プラザビル 13階 

        TEL  03(5202)6131（代） 

        FAX  03(5202)0755 

        http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp 

  ※ 活力あふれ、個性豊かな地域社会を実現するため、まちづくり、産 

   業・文化おこし等、地域活性化のための諸活動を支援、地域振興の推 

   進に寄与するため昭和60年に設立。 

   主な業務：地域活性化施策調査研究、地域活性化情報提供、コンサル 

        タント、研修・交流、地域産品・観光等振興、イベント関 

        連、ふるさと情報コーナーの運営等 

 

 

②  愛媛県自転車新文化推進協会負担金に係る助成 

 ８月 16 日 愛媛県自転車新文化推進協会の令和５年度負担金 2,000 千円として充当

するため、次のとおり助成した。 

 愛媛県市長会 1,100千円 

 愛媛県町村会  900千円 

 《参考》 『愛媛県自転車新文化推進協会』 

      愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局自転車新文化推進課内 

  〒790-8570 住所 松山市一番町４丁目４－２ 

        TEL  089(912)2234 

        FAX  089(921)2002 

  ※ 自転車は「健康」、「生きがい」、「友情」を与えてくれるという 

   自転車新文化を普及・拡大し、もっと交流人口の拡大と地域活性化を 

   図るため平成28年に設立。 

   主な業務：自転車新文化の普及活動、市町のサイクリング大会や市町 

        間の広域連携施策への支援、自転車新文化のための環境整 

        備、調査研究、自転車関連産業の創出、自転車新文化推進 

        のための広報・プロモーション活動 
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③  松山空港利用促進協議会負担金に係る助成 

 ９月８日 松山空港利用促進協議会の令和５年度負担金 1,000 千円として充当するた

め、次のとおり助成した。 

 愛媛県市長会  500千円 

 愛媛県町村会  500千円 

 《参考》 『松山空港利用促進協議会』 

      愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課航空政策室 

      空港・国内航空振興グループ 

  〒790-8570 住所 松山市一番町４丁目４－２ 

        TEL  089(912)2250 

        FAX  089(912)2249 

  ※ 県民の利便性の向上を図るとともに、県勢の発展を期するため、松 

   山空港における国内路線網の拡充及び松山空港の国際化、他空港との 

   交流を積極的に推進するため、平成３年に設立。 

 

 

④  日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター運営負担金に係る助成 

 ３月22日 日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センターの令和５年度事業

運営費2,462千円として充当するため、次のとおり助成した。 

 愛媛県市長会  2,327千円 

 愛媛県町村会   135千円 

 《参考》 『日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター』 

  〒791-8057 住所 松山市大可賀２丁目１－２８ 

           「アイテムえひめ」内 

        TEL  089(952)0015 

        FAX  089(952)8588 

  ※ 市場の国際化促進のため、海外経済情報の収集・提供、輸入促進、 

   産業協力・技術交流の促進等事業実施のため、平成３年設立。（日本 

   貿易振興会は、昭和33年７月25日設立。） 

   主な事業内容：講演会・セミナー等の開催、国内及び海外における見 

          本市展示会事業、輸入促進事業、貿易相談事業、海外 

          経済情報資料の収集、提供地方情報誌の発行等 
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(２) 地域医療学講座への寄附 

10月13日 愛媛大学の地域医療学講座へ5,333千円を寄附した。 

 

 

(３) その他 

  全国市町村振興協会関係資料の送付 

  「会報」を県関係団体へ回送した。 

７月19日 会報７月号 （第115号） 

１月31日 会報１月号 （第116号） 
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２  市町村振興宝くじに係る広報宣伝事業 

(１) 市町村振興宝くじ（サマージャンボ関係） 

①  市町等へ発売についての周知 

４月６日 サマージャンボ宝くじ及びハロウィンジャンボ宝くじの両宝くじ販売促

進策として市町で「特設売場」の設置について照会を行い、次の２市が常設売店等で

の販売希望があった。 

宇和島市 八幡浜市 

４月 28 日 県内全市町・関係団体に対して令和５年度サマージャンボ宝くじ発売概

要の周知及び広報誌への掲載方を依頼した。 

５月 26 日 県内市町に対して全国市町村振興協会作成の市町村広報誌用ＰＲデータ

を送付し、広報誌への掲載方依頼した。 

６月 28 日 県内全市町・関係団体及び愛媛県市町振興課、各地方局・支局、県関係

施設に対し、受託金融機関（みずほ銀行）作成のサマージャンボＰＲポスターの掲示

（ポスター到着～令和５年８月４日（金））方依頼した。 

６月 30 日 県内市町に対して愛媛県市町振興協会作成のサマージャンボＰＲ卓上の

ぼりを送付した。 

７月 26 日 県内市町に対して愛媛県市町振興協会作成のクイックワンＰＲ卓上のぼ

りを送付した。 

７月 31 日 県内全市町・関係団体に対し、受託金融機関（みずほ銀行）作成のクイ

ックワンＰＲポスターの掲示（ポスター到着～令和６年３月 31 日（日））方依頼した。 

 

②  本協会における広告の実施 

５月 12 日 啓発宣伝に伴い広告会社による入札を行い、「いよてつ総合企画」の宝

くじ販売促進の企画に決定した。 

ＳＮＳ広告・Ｗｅｂマーケティング 

  X（旧Twitter）、Facebook、Instagramへの広告 

  LocationAD（特定のエリアに対する広告） 

デジタル・交通広告 

  松山市駅コンコース、まつちかタウンビジョン 

  伊予鉄道（市内電車）、ストリートビジョン 

ウィークリーえひめリック 

７月14日掲載 

頒布品 

卓上のぼり 
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③  発売実績 

 【全 国】 

 サマージャンボ 

区  分 発売計画 発売実績額 前年度比較 

サマージャンボ 72,000,000,000円 55,918,614,600円 2,404,854,900円

サ マ ー ジ ャ ン ボ

ミニ 
21,000,000,000円 14,806,861,800円 1,675,065,600円

計 93,000,000,000円 70,725,476,400円 4,079,920,500円

 

クイックワン（８月発売回号分） 

区  分 発売計画 発売実績額 前年度比較 

第５４回 750,000,000円 449,378,100円 △ 251,016,600円

第５５回 750,000,000円 445,472,000円 196,626,400円

第５６回 400,000,000円 261,692,200円 66,364,200円

第５７回 400,000,000円 224,317,600円 103,117,200円

第５８回 200,000,000円 247,695,500円 97,494,800円

計 2,500,000,000円 1,628,555,400円 212,586,000円

 

 【愛媛県】 

 サマージャンボ 

区  分 発売実績額 前年度比較 収益金配分額 前年度比較 

ジャンボ 572,498,700円 23,716,800円 272,480,851円 1,271,301円

ミニ 174,152,700円 18,827,100円 73,315,168円 9,990,264円

計 746,651,400円 42,543,900円 345,796,019円 11,261,565円
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 クイックワン（８月発売回号分） 

区  分 発売実績額 前年度比較 収益金配分額 前年度比較 

第５４回 4,194,300円 △ 2,487,900円 2,033,192円 △ 1,809,146円

第５５回 3,755,000円 1,323,800円 1,842,297円 664,548円

第５６回 2,387,000円 436,600円 1,240,177円 356,743円

第５７回 1,983,800円 671,700円 970,089円 546,810円

第５８回 2,385,700円 752,600円 1,406,468円 797,446円

計 14,705,800円 696,800円 7,492,223円 556,401円
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 〔広報宣伝〕 

令和５年度市町村振興宝くじ（サマージャンボ）発売概要 

１ 発 売 額  72,000,000,000円（24ユニット） 

２ 証 票 単 価  300円 

３ 発 売 場 所  全国の宝くじ売場 

４ 発 売 期 間  令和５年７月４日（火）～８月４日（金） 

５ 抽 せ ん 日  令和５年８月18日（金） 

６ 
当 せ ん 金 

支 払 期 間 

 
令和５年８月23日（水）～令和６年８月22日（木）

７ 当 せ ん 金  発売総額72,000,000,000円（24ユニット）  

 等  級 当せん金 本  数  

 １等 500,000,000円 24本  

 １等の前後賞 100,000,000円 48本  

 １等の組違い賞 100,000円 2,376本  

 ２等 50,000円 2,400本  

 ３等 10,000円 240,000本  

 ４等 3,000円 2,400,000本  

 ５等 300円 24,000,000本  

       

 

令和５年度市町村振興宝くじ（サマージャンボミニ）発売概要 

１ 発 売 額  21,000,000,000円（7ユニット） 

２ 証 票 単 価  300円 

３ 発 売 場 所  全国の宝くじ売場 

４ 発 売 期 間  令和５年７月４日（火）～８月４日（金） 

５ 抽 せ ん 日  令和５年８月18日（金） 

６ 
当 せ ん 金 

支 払 期 間 

 
令和５年８月23日（水）～令和５年８月22日（木）

７ 当 せ ん 金  発売総額21,000,000,000円（7ユニット）  

 等  級 当せん金 本  数  

 １等 20,000,000円 28本  

 １等の前後賞 5,000,000円 56本  

 ２等 1,000,000円 4,900本  

 ３等 3,000円 700,000本  

 ４等 300円 7,000,000本  
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〔広報宣伝〕 

インターネット専用全国自治宝くじ（クイックワン）（８月発売回号分） 

 第５４回 第５５回 

発売計画額 750,000,000 円（5 ユニット） 750,000,000 円（3 ユニット） 

証票単価 300 円 500 円 

等級 当せん金 本数 当せん金 本数 

１等 15,000,000 円 5 本 50,000,000 円 3 本

２等 1,000,000 円 30 本 1,000,000 円 15 本

３等 10,000 円 150 本 10,000 円 150 本

４等 3,000 円 1,000 本 3,000 円 900 本

５等 2,000 円 2,000 本 2,000 円 1,200 本

６等 1,000 円 3,000 本 1,000 円 1,500 本

７等 700 円 30,000 本 700 円 42,000 本

８等 500 円 100,000 本 500 円 90,000 本

９等 300 円 500,000 本 300 円 300,000 本

   

 第５６回 第５７回 

発売計画額 400,000,000 円（2 ユニット） 400,000,000 円（2 ユニット） 

証票単価 200 円 200 円 

等級 当せん金 本数 当せん金 本数 

１等 1,000,000 円 40 本 3,000,000 円 14 本

２等 10,000 円 400 本 10,000 円 600 本

３等 5,000 円 800 本 5,000 円 2,400 本

４等 2,000 円 1,800 本 500 円 80,000 本

５等 1,000 円 6,000 本 200 円 400,000 本

６等 700 円 12,000 本  

７等 500 円 20,000 本  

８等 400 円 60,000 本  

９等 200 円 400,000 本  
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 第５８回  

発売計画額 200,000,000 円（2 ユニット）  

証票単価 100 円  

等級 当せん金 本数  

１等 100,000 円 80 本  

２等 1,000 円 800 本  

３等 500 円 12,000 本  

４等 300 円 24,000 本  

５等 200 円 40,000 本  

６等 100 円 600,000 本  
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④  交付金の受入・基金積立状況 

 交付金については、「愛媛県ふるさと振興資金交付要綱」に基づき申請し、

次表のとおり受け入れた。 

 交 付 金 の う ち 全 国 市 町 村 振 興 協 会 へ 10％ 相 当 額 を 納 付 、 基 金 充 当 事 業

（7,333千円）を除く残額を基金として積み立てた。 

（単位：円） 

愛媛県交付金 全 国 協 会

納 付 額

② 

基 金 充 当 

事 業 

③ 

本 協 会

積 立 額

①－②－③種 類 
受 入 

年 月 日 
金 額 ①

収益金(確定)  345,796,019 34,579,601 7,333,000 303,883,418

ジャンボ R5.11.28 (272,480,851) (27,248,085) (7,333,000) (237,899,766)

ミニ  (73,315,168) (7,331,516)  (65,983,652)

クイックワン R5.11.28 7,492,223 749,219  6,743,004

時効金  21,911,967 2,191,196  19,720,771

ジャンボ R5.11.28 (19,565,336) (1,956,533)  (17,608,803)

ミニ  (2,346,631) (234,663)  (2,111,968)

計 375,200,209 37,520,016 7,333,000 330,347,193

前年度比較 19,491,050 1,949,104 △ 10,667,000 28,208,946

 

 

(２) 新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ関係） 

①  市町等へ発売についての周知 

８月２日 県内市町に対して全国市町村振興協会作成の市町村広報誌用ＰＲデータ

を送付し、広報誌への掲載方依頼した。 

８月 28 日 県内全市町・関係団体に対して令和５年度ハロウィンジャンボ宝くじの

発売概要の周知及びＰＲの推進について依頼した 

９月８日 県内市町に対して愛媛県市町振興協会作成のハロウィンジャンボＰＲ卓

上のぼりを送付した。 
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②  本協会における広告の実施 

ＳＮＳ広告・Ｗｅｂマーケティング 

  X（旧Twitter）、Facebook、Instagramへの広告 

  LocationAD（特定のエリアに対する広告） 

デジタル・交通広告 

  松山市駅コンコース、まつちかタウンビジョン 

  伊予鉄道（市内電車）、ストリートビジョン 

 

③  発売実績 

 【全 国】 

 ハロウィンジャンボ 

区  分 発売計画 発売実績額 前年度比較 

ジャンボ 36,000,000,000円 27,548,465,000円 △251,374,000円

ミニ 15,000,000,000円 9,770,664,000円 413,760,000円

計 51,000,000,000円 37,319,129,000円 162,386,000円

 

 クイックワン（９月発売回号分） 

区  分 発売計画 発売実績額 前年度比較 

第５９回 750,000,000円 234,483,900円 △ 235,586,400円

第６０回 750,000,000円 328,219,500円 36,023,500円

第６１回 400,000,000円 166,805,000円 △ 18,899,400円

第６２回 400,000,000円 286,119,200円 192,484,600円

第６３回 200,000,000円 197,560,000円 108,310,600円

計 2,500,000,000円 1,213,187,600円 82,332,900円
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 【愛媛県】 

 ハロウィンジャンボ 

区  分 発売実績額 前年度比較 収益金配分額 前年度比較 

ジャンボ 280,910,100円 △27,077,400円 136,034,286円 △9,187,941円

ミニ 112,642,500円 △2,137,800円 49,603,620円 △239,428円

計 393,552,600円 △29,215,200円 185,637,906円 △9,427,369円

 

 クイックワン（９月発売回号分） 

区  分 発売実績額 前年度比較 収益金配分額 前年度比較 

第５９回 2,072,400円 △ 2,292,300円 471,160円 △ 1,945,419円

第６０回 2,717,100円 △ 136,500円 1,020,690円 △ 437,360円

第６１回 1,470,000円 △ 241,000円 459,954円 △ 336,607円

第６２回 2,494,000円 1,516,000円 1,381,786円 1,141,916円

第６３回 1,945,900円 1,011,000円 1,051,892円 841,651円

計 10,699,400円 △ 142,800円 4,385,482円 △ 735,819円
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 〔広報宣伝〕 

令和５年度新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ）発売概要 

１ 発 売 額  36,000,000,000円（12ユニット） 

２ 証 票 単 価  300円 

３ 発 売 場 所  全国の宝くじ売場 

４ 発 売 期 間  令和５年９月20日（水）～10月20日（金） 

５ 抽 せ ん 日  令和５年10月27日（金） 

６ 
当 せ ん 金 

支 払 期 間 

 
令和５年11月１日（水）～令和６年10月30日（木）

７ 当 せ ん 金  発売総額36,000,000,000円（12ユニット）  

 等  級 当せん金 本  数  

 １等 300,000,000円 12本  

 １等の前後賞 100,000,000円 24本  

 １等の組違い賞 100,000円 1,188本  

 ２等 10,000,000円 120本  

 ３等 1,000,000円 2,400本  

 ４等 3,000円 1,200,000本  

 ５等 300円 12,000,000本  

   

 

令和５年度新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボミニ）発売概要 

１ 発 売 額  15,000,000,000円（5ユニット） 

２ 証 票 単 価  300円 

３ 発 売 場 所  全国の宝くじ売場 

４ 発 売 期 間  令和５年９月20日（水）～10月20日（金） 

５ 抽 せ ん 日  令和５年10月27日（金） 

６ 
当 せ ん 金 

支 払 期 間 

 
令和５年11月１日（水）～令和６年10月31日（木）

７ 当 せ ん 金  発売総額15,000,000,000円（5ユニット）  

 等  級 当せん金 本  数  

 １等 30,000,000円 50本  

 １等の前後賞 10,000,000円 100本  

 ２等 1,000,000円 1,500本  

 ３等 10,000円 5,000本  

 ４等 3,000円 500,000本  

 ５等 300円 5,000,000本  

   

 

〔広報宣伝〕 
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インターネット専用全国自治宝くじ（クイックワン）（９月発売回号分） 

 第５９回 第６０回 

発売計画額 750,000,000 円（5 ユニット） 750,000,000 円（5 ユニット） 

証票単価 300 円 300 円 

等級 当せん金 本数 当せん金 本数 

１等 10,000,000 円 5 本 15,000,000 円 5 本

２等 1,000,000 円 25 本 1,000,000 円 30 本

３等 10,000 円 250 本 10,000 円 150 本

４等 3,000 円 1,250 本 3,000 円 1,000 本

５等 2,000 円 2,500 本 2,000 円 2,000 本

６等 1,000 円 3,750 本 1,000 円 3,000 本

７等 700 円 50,000 本 700 円 30,000 本

８等 500 円 125,000 本 500 円 100,000 本

９等 300 円 500,000 本 300 円 500,000 本

   

 第６１回 第６２回 

発売計画額 400,000,000 円（2 ユニット） 400,000,000 円（2 ユニット） 

証票単価 200 円 200 円 

等級 当せん金 本数 当せん金 本数 

１等 1,000,000 円 40 本 2,000,000 円 12 本

２等 10,000 円 400 本 10,000 円 400 本

３等 5,000 円 800 本 5,000 円 800 本

４等 2,000 円 1,800 本 1,000 円 28,000 本

５等 1,000 円 6,000 本 500 円 80,000 本

６等 700 円 12,000 本 200 円 400,000 本

７等 500 円 20,000 本  

８等 400 円 60,000 本  

９等 200 円 400,000 本  
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④  交付金の受入・基金積立状況 

  交付金については、「愛媛県ふるさと振興資金交付金交付要綱」に基づき申請し、

 次表のとおり受け入れた。 

  ２月20日 市町交付金交付細則に基づき、197,718,171円を交付した。 

（単位：円）     

愛媛県交付金等 市町交付金 

種 類 
受入年月

日 
金  額 交付年月日 交付金額 

ﾊﾛｳｨﾝ 

収益金（確定） 
R6.2.20 185,637,906   

ﾊﾛｳｨﾝ 

時効金 
R6.2.20 7,694,783   

ｸｲｯｸﾜﾝ(9月) 

収益金（確定） 
R6.2.20 4,385,482   

小   計 197,718,171 R6.2.20 197,718,171

前年度繰越  0  

利息  0   

小   計 0   

合   計 197,718,171 計 197,718,171

前年度比較 △9,137,193   

 

 第６３回  

発売計画額 200,000,000 円（5 ユニット）  

証票単価 100 円  

等級 当せん金 本数  

１等 100,000 円 100 本  

２等 1,000 円 1,000 本  

３等 500 円 20,000 本  

４等 300 円 30,000 本  

５等 100 円 600,000 本  
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(３) 宝くじ公式サイトでのインターネット販売ＰＲ助成関係 

①  広報誌の広告掲載 

広報誌掲載助成金として、５市３町に対し、次のとおり203千円を助成した。 

       （単位：円） 

団体名 助成額 広報誌 バナー広告 

宇和島市 45,000円 10月号 8月～12月 

八幡浜市 40,000円 10月号 7月～11月 

大洲市 15,000円 ７月号 － 

伊予市 15,000円 10月号 － 

四国中央市 26,000円 12月号 10月 

上島町 40,000円 ８月号 ８月～12月 

松前町 15,000円 ９月号 － 

砥部町 7,000円 ６月号 － 

合計 203,000円   
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III 総務関係 

１  会議関係 

(１) 本協会関係等 

①  理事会 

第１回臨時理事会 

 ４月１日 評議員会の招集の決議については、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条及び本協会定款第 33 条第２

項の規定に基づき理事会の決議の省略を行い、理事及び監事の全員から同意を得

て、令和５年４月１日決議があったものとみなされた。 

（議 案） 

 第１号議案 常務理事の選定について 

         向井 政明（愛媛県町村会事務局長） 

 第２号議案 令和５年度第１回臨時評議員会の開催について 

 

第１回定例理事会 

６月７日 「愛媛県自治会館」（松山市）において開催した。 

会議では、次の議案について審議され、原案のとおり決定又は承認された。 

 また、職務執行状況について報告するとともに、令和５年度サマージャンボ宝 

くじの発売計画について説明し、了承された。 

（議 案） 

 第１号議案 令和５年度収支補正予算について 

第２号議案 令和４年度事業報告について 

 第３号議案 令和４年度決算報告について 

 第４号議案 令和５年度定時評議員会の開催について 

（報 告） 

 第１号報告 職務執行状況について 

 

第２回臨時理事会 

６月27日 理事長（理事）辞任に伴う理事長の選定の決議については、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条及び本協会定款

第33条第２項の規定に基づき理事会の決議の省略を行い、理事及び監事の全員から同

意を得て、令和５年６月27日決議があったものとみなされた。 

 （議 案） 

   第１号議案 理事長の選定について 

    河野 忠康（久万高原町長） 
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第３回臨時理事会 

 11月１日 令和４年度からインターネット専用全国自治宝くじ（通称：クイック

ワン）の収益金が交付されている事による、本協会の関係諸規程の一部改正について

は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条

及び本協会定款第33条第２項の規定に基づき理事会の決議の省略を行い、理事及び監

事の全員から同意を得て、令和５年11月１日決議があったものとみなされた。 

 （議 案） 

   第１号議案 本協会基金積立運用規定の一部改正について 

   第２号議案 本協会財務事務処理規程の一部改正について 

   第３号議案 市町交付金交付規程の一部改正について 

 

第２回定例理事会 

 ３月13日 「愛媛県自治会館」（松山市）において開催した。会議では、次の

議案について審議され、原案のとおり決定又は承認された。 

 また、職務執行状況について報告し了承された。 

  （議 案） 

   第１号議案 令和６年度事業計画について 

   第２号議案 令和６年度収支予算について 

   第３号議案 令和５年度第２回臨時評議員会の開催について 

  （報 告） 

   第１号報告 職務執行状況について 

 

②  評議員会 

第１回臨時評議員会 

 ４月 28 日 監事（１名）の辞任に伴う補欠選任について、一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第 194 条第 1 項の規定に基づき、評議員の全員から同意を得て、令

和５年４月 28 日に決議があったものとみなされた。 

（議案） 

第１号議案 監事の辞任に伴う補欠選任について 

     監事  知念  良輝（愛媛県市町振興課長） 

 

令和５年度定時評議員会 

 ６月27日 「愛媛県自治会館」（松山市）において開催した。 

会議では、次の議案について審議され、原案のとおり承認又は決定された。 

（議 案） 

第１号議案 令和５年度収支補正予算の承認について 

第２号議案 令和４年度事業の報告及び決算の承認について 
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第３号議案 評議員の辞任に伴う補欠選任について 

評議員  河野 清一（西予市議会議長） 

評議員  高門 清彦（伊方町長） 

評議員  加藤 康幸（松野町議会議長） 

評議員  藤田 泰宏（砥部町議会事務局長） 

第４号議案 理事の任期満了に伴う選任について 

理事  河野 忠康（久万高原町長） 

理事  久保 美博（内子町議会議長） 

 

令和５年度第２回臨時評議員会 

 ３月27日 「愛媛県自治会館」において開催した。会議では、次の議案について審

議され、原案のとおり承認又は決定された。 

 （議 案） 

  第１号議案 令和６年度事業計画の承認について 

  第２号議案 令和６年度収支予算の承認について 

 

③  令和４年度資産状況等の監査 

 ５月 30 日 「愛媛県自治会館」（松山市）において、令和４年度の業務及び資産

の状況並びに収支決算について、知念監事、武智監事及び酒井監事の監査を受けた 。 

 なお、監査に先立って５月 25 日、県市町振興課 米田行政係長、同課 日野主事

から事務監査を受けた。 

 

④  令和５年度事業等事務説明会 

４月28日 「ＮＯＳＡＩえひめ」（松山市）において各市町から事務担当者18人

の出席があり開催した。主催者あいさつの後、本協会の概要及び事業内容等を周知

した。 

１ 市町村振興宝くじ（サマージャンボ）及び新市町村振興宝くじ（ハロウィン

ジャンボ）のＰＲの協力について 

２ 基金交付金について 

３ 市町交付金について 

４ 貸付事業について 

５ 市町振興に伴うイベント等開催に係る助成について 

６ 市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）受講に係る助成について 

７ 全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）受講に係る助成について 

８ 情報セキュリティ監査助成について 

９ 本会主催の研修会等について 

10 その他 
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(２) 全国協会関係等 

①  全国市町村振興協会事務局長会議 

 ７月５日 「全国都市会館」において開催され、清川事務局長が出席した。 

〈報告事項等〉 

１ 令和４年度事業報告書について 

２ 令和４年度決算報告書について 

３ 「公益目的支出計画」実施報告書について 

４ 一般財団法人全国市町村振興協会評議員及び役員の人事について 

５ 一般財団法人全国市町村振興協会事務局長の選任について 

・都道府県市町村振興協会職員永年勤続表彰 

・講演 

 「郵便局と地方創生」 

  日本郵便株式会社 執行役員 地方創生推進部長 中井 幹晴 氏 

  前全国町村会事務総長 

  日本郵便・地方創生推進部シニアアドバイザー  武居 丈二 氏 

 

②  令和５年度実務研修会 

 11月27日 「全国都市会館」において開催され、清川事務局長及び事務担当者が出席

した。研修会の次第等は次のとおり。 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 一般財団法人全国市町村振興協会理事長あいさつ 

 ３ 講演 

  ① 「地域力創造グループ施策」 

    総務省地域自立応援課 理事官    小鍋 泰弘 氏 

  ② 「公益法人会計」 

    公認会計士             辺土名 厚 氏 

 

③  全国市町村振興協会事務局長会議 

３月19日 全国都市会館において開催され、清川事務局長が出席した。会議次第は

次のとおり。 

〔会議次第〕 

 １ 開会 

 ２ 理事長あいさつ 

 ３ 報告事項 

  ・令和６年度事業計画書について 

  ・令和６年度収支予算書について 

  ・（公財）全国市町村研修財団令和６年度研修計画について 
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４ 講演 

   「活力ある多様な地域社会の実現に向けて」 

   総務事務次官        内藤 尚志 氏 

５ 閉会 

 

(３) その他会議 

①  四国四県市町村振興協会事務連絡会議 

 10月31日 「ホテル千秋閣」において開催され、清川事務局長が出席した。 

会議には、全国市町村振興協会から小泉業務部長及び西川主幹、公益財団法人全国市

町村研修財団から加藤総務課長兼管理課長、徳島県政策創造部市町村課から小島課長及

び堀部係長が出席。四国四県から事務局長及び事務担当者の11人が参集した。 

会議は、全国市町村振興協会から事業運営概要等の説明、全国市町村研修財団から研

修実施状況の説明、続いて各県から提出された議題について協議し、次期開催県に高知

県を決定した。 

  〈事業説明〉 

   一般財団法人全国市町村振興協会 

   公益財団法人全国市町村研修財団 

  〈協議事項〉 

  １ 貸付書類について                     （徳島県） 

  ２ 長期貸付の償還方法について                （愛媛県） 

  ３ 階層別研修（民間企業）について              （香川県） 

  ４ 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について      （徳島県） 

  ５ 理事会、評議員会の開催方法について            （愛媛県） 

  ６ 宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金の拡大について 

                                 （香川県） 

  ７ 宝くじの賞金体系について                 （徳島県） 

  ８ 宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金について  （高知県） 

 

②  令和５年度市町村職員研修機関・振興協会研修担当所長等連絡会議 

 11 月 20 日・21 日 「市町村職員中央研修所」（千葉県千葉市）において開催され、

清川事務局長及び事務担当者が出席した。 

会議の内容は次のとおり 

【11 月 20 日】 

 施設見学、交流会、宿泊体験 

【11 月 21 日】 

 講演 「新時代の市町村職員の育成について」 

 講師 市町村職員中央研修所学長       岡本  全勝 氏 

 研修計画の説明 
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開会 

  ①ご挨拶 

  ②市町村の人材育成（研修）に関する調査の結果について 

  ③令和６年度研修計画について 

   ・市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） 

   ・全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） 

  ④巡回アカデミーについて 

  ⑤市町村職員研修の実施状況等に関する調査の結果について 

  ⑥全国市町村研修財団からのお知らせ 

  ⑦質疑応答 

 

 

２  役員の異動状況 

(１) 理事の就任・辞任 

 任期：令和４年６月28日～令和６年度定時評議員会の終結の時 

氏名 役職名 就任年月日 退任年月日 

佐川  秀紀 砥部町長 令 和 4 年 6 月 2 8 日 令 和 5年 6月 2 7 日

西岡  利昌 砥部町議会議長 令 和 4 年 6 月 2 8 日 令 和 5年 6月 2 7 日

河野  忠康 久万高原町長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

久保  美博 内子町議会議長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

 

(２) 代表理事の就任・辞任 

理事長（令和４年６月28日～令和６年度定時評議員会の終結の時） 

氏名 役職名 就任年月日 退任年月日 

佐川  秀紀 砥部町長 令 和 4 年 6 月 2 8 日 令 和 5年 6月 2 7 日

河野  忠康 久万高原町長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

 

 任期：令和４年６月 28 日～令和６年度定時評議員会の終結の時 

氏名 役職名 就任年月日 退任年月日 

向井  政明 愛媛県町村会事務局長 令和 5 年 4 月１日  

 

(３) 監事の就任・辞任 

 任期：令和２年６月 25 日～令和６年度定時評議員会の終結の時 

氏名 役職名 就任年月日 退任年月日 

知念  良輝 愛媛県市町振興課長 令和 5 年 4 月 28 日 令和 6 年 3 月 31 日
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(４) 評議員の就任・辞任 

 任期：令和２年６月25日～令和６年度定時評議員会の終結の時 

氏名 役職名 就任年月日 退任年月日 

谷本  勝俊 伊予市議会議長 令 和 4 年 6 月 3 日 令 和 5年 6月 2 7 日

河野  忠康 久万高原町長 令 和 3 年 6 月 2 8 日 令 和 5年 6月 2 7 日

菊地  幸雄 内子町議会議長 令 和 3 年 6 月 2 8 日 令 和 5年 6月 2 7 日

本多  幸雄 愛南町議会事務局長 令 和 4 年 4 月 1 日 令 和 5年 6月 2 7 日

河野  清一 西予市議会議長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

高門  清彦 伊方町長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

加藤  康幸 松野町議会議長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

藤田  泰宏 砥部町議会事務局長 令 和 5 年 6 月 2 7 日  

 

３  その他 

(１) 事業報告書等の報告 

 ６月 27 日 「令和４年度事業報告書」及び「令和４年度決算報告書」を知事あて

報告した。 

 

(２) 本協会役員及び評議員の変更報告 

８月 24 日 ６月 27 日付け理事、代表理事及び評議員の変更に伴う登記が完了し知

事あて報告した。 

 

(３) 事業報告書の送付 

７月７日 「令和４年度事業報告書」及び「令和４年度決算報告書」を県内全市町

及び関係団体へ送付した。 

 

(４) 事業計画等の送付 

 ３月 29 日 「令和６年度事業計画」及び「令和６年度収支予算書」を知事あて報

告した。 
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IV 基金積立状況 

１  サマージャンボ宝くじ及びクイックワン8月発売回号分に係る交付金 

 ・前年度末基金積立額   ５，２４４，４５９，５１１円 …… Ａ 

 ・本年度基金積立額   ２，３９２，５３７，１９３円 …… Ｂ 

  県交付金    （   330,347,193 ） 

  償還金     （ 2,062,190,000 ） 

 ・本年度貸付金等として取崩額 １，７９５，７６０，５１６円 …… Ｃ 

  長期貸付金    （ 1,446,300,000 ） 

  基金交付金    （  234,868,000 ） 

  助成事業    （  114,592,516 ） 

 ・差引基金積立額（Ａ＋Ｂ－Ｃ） ５，８４１，２３６，１８８円 

 【管理方法】 

  伊予銀行譲渡性預金      100,000,000 円 

  伊予銀行譲渡性預金      236,770,000 円 

  伊予銀行譲渡性預金     2,932,565,279 円 

  伊予銀行スーパー定期      2,170,000 円 

  伊予銀行スーパー定期      1,400,000 円 

  愛媛銀行譲渡性預金     1,000,000,000 円 

  愛媛銀行譲渡性預金      670,550,909 円 

  第 152 回利付国債(20 年)      99,950,000 円 

  三井住友信託銀行（特約付自由金利）   100,000,000 円 

  東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ（株）第 45 回社債（10 年）  100,000,000 円 

  東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ（株）第 46 回社債（15 年）  100,000,000 円 

  九州電力（株）第 492 回社債（20 年）   100,000,000 円 

  関西電力（株）第 544 回社債（10 年）    99,740,000 円 

  ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（株）第 16 回社債（10 年）        98,825,000 円 

  武田薬品工業（株）第 16 回社債（10 年）    99,265,000 円 

  ソフトバンクグループ(株)第 59 回社債（7 年）  100,000,000 円 

 

２  ハロウィンジャンボ宝くじ及びクイックワン9月発売回号分に係る交付金 

 ・前年度末基金積立額               ０円 …… Ａ 

 ・収  入      １９７，７１８，１７１円 …… Ｂ 

  県交付金    （ 197,718,171 ） 

  受取利息    （      0 ） 

 ・支  出 

  市町交付金     １９７，７１８，１７１円 …… Ｃ 

 ・差引基金積立額（Ａ＋Ｂ－Ｃ）      ０円 

 【管理方法】 

  伊予銀行普通預金        ０円
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V 参考資料 

１  各種要領等 

(１) 市町振興に伴うイベント等助成金交付要領 

 

１ 趣 旨 

公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）は、県内市町の振興に伴

う事業の一助として、市町が地域活性化につながるイベント及びシンポジウム、フォー

ラム、サミット等（以下「イベント等」という。）の開催に要する経費を助成する。 

２ 助成の対象 

助成の対象となるイベント等は、次のいずれにも該当するものとする。 

なお、当該事業が計画どおり終了したイベントに限るものとし、理由の如何にかかわ

らず、中止の場合は対象としない。 

 (1) 市町または当該事業を実施する民間団体に補助する市町に対して助成する。 

        民間団体とは ① 地域の自治会等  

                     ② 商工、農・林・漁業協同組合等の産業経済団体 

                     ③ 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体 

                     ④ 地域づくり団体、実行委員会、協議会等 

                     ⑤ その他市町が認める団体 

 (2) 市町の振興、活性化につながることを目的としたものとする。 

 (3) 営利は目的としないことを原則とする。 

３ 助成金額 

 (1) 助成限度額は、１市町６００万円とする。 

 (2) 協会は、１イベント等につき市町が２０万円以上支出した額の２分の１で６００万円

を限度として助成する。ただし、当該事業の収支決算において不用額（繰越額）が生

じた場合は、市町が支出した額から当該不用額を減額した額の２分の１を助成する。 

なお、助成金に１万円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。 

 (3) 上記(2)により計算された額が１０万円未満の場合は助成しない。 

 

  ［助成金］ 

   １事業当たり  １０万円 ～ ６００万円 

        内訳 事  業  費 助 成 限 度 額        

20万円以上1,200万円未満 
イベント等に市町が支出した額の

２分の１ 

1,200万円 以上 ６００万円 
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４ 助成金の交付申請 

助成金の交付を申請する市町は、事業を実施する２週間前までに協会に交付申請書（様式

第１号）を提出するものとする。 

５ 助成金の交付決定 

協会は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金

の交付を決定し、当該市町に通知するものとする。 

６ 助成金の変更交付申請 

市町は、助成金の交付決定を受けたイベント等について、助成金の額が変更となる場合、

あらかじめ協会に変更交付申請書（様式第２号）を提出するものとする。 

７ 助成金の変更交付決定 

協会は、変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助

成金の交付を決定し、当該市町に通知するものとする。 

８ 助成金の請求及び実績報告 

市町が助成金を請求するときは、当該事業終了後、１箇月以内に助成金交付請求書（様式

第３号）及び実績報告書（様式第４号）、また、事業に関係する書類を添えて協会に提出し

なければならない。 

９ 助成金の交付 

協会が前項の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を

当該市町に交付するものとする。  

10  記録報告書の提出 

市町及び当該市町から補助の交付を受けた民間団体は、シンポジウム､フォーラム､サミッ

トについては、終了後、速やかに「記録報告書」を作成し、協会に提出するものとする。 

11  その他 

この要領に規定するもののほか必要な事項は、理事長がその都度定める。 

      附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 



- 60 - 

 

(２) 市町村職員中央研修所受講者助成金交付要領 

 

１ 趣 旨 

公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）は、市町（一部事務組合を

含む。）職員等の能力の向上を図ることを目的として、市町職員等が、市町村職員中央研

修所で受講した場合に市町に対して、予算の範囲内で、その経費の一部を助成する。 

 

２ 助成金額 

 (1)  受講経費助成金 

助成金は、市町が市町村職員中央研修所に納入した研修受講経費の金額とする。 

 

 (2)  旅費助成金 

研修参加に伴う旅費として、１人当たり４０，０００円を助成する。 

 

３ 助成金の交付申請 

助成金の交付を申請する市町は、協会に交付申請書（別記様式）を提出するものとする。 

なお、この交付申請書は、当該受講者の研修終了後に行うものとし、申請書には、市町

村職員中央研修所から交付される修了証書の写（特別セミナーの受講者は除く。）を添付

するものとする。 

 

      附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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(３) 全国市町村国際文化研修所受講者助成金交付要領 

 

１ 趣 旨 

  公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）は、市町（一部事務組合を含

む。）職員等の国際化対応能力の向上を図ることを目的として、市町職員等が、全国市町村

国際文化研修所で受講した場合に市町に対して、予算の範囲内で、その経費の一部を助成す

る。 

 

２ 助成金額 

 (1)  受講経費助成金 

助成金は、市町が全国市町村国際文化研修所に納入した研修受講経費の金額（ただし、海

外研修費を除く。）とする。 

 (2)  旅費助成金 

研修参加に伴う旅費として、１人当たり２０，０００円を助成する。 

ただし、e-learning 等の旅費を伴わない研修については助成しない。 

 

３ 助成金の交付申請 

助成金の交付を申請する市町は、協会に交付申請書(様式第１号)を提出するものとする。 

なお、この交付申請書は、当該受講者の研修終了後に行うものとし、申請書には、全国市

町村国際文化研修所から交付される修了証書の写又は受講証明書の写（特別セミナーの受講

者は除く。）を添付するものとする。 

また、短期間の研修により修了証書及び受講証明書が発行されない場合については、受講

証明書発行依頼書（様式第２号）でもって、当該市町から全国市町村国際文化研修所に依頼

するものとする。 

 

      附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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(４) 情報セキュリティ監査助成金交付要領 

 

１ 趣 旨 

公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）は、行政手続のオンライン

化など電子自治体構築に向けた支援として、各市町が個人情報を含む各種情報資産及び情報

システムの適切な運用管理を徹底するために実施する情報セキュリティ対策及び情報漏洩対

策に対して必要な経費の助成を行う。 

 

２ 助成の対象 

助成の対象は、各市町で運用管理している情報システムのセキュリティ及び情報漏洩対

策を点検・評価し改善していくために、各市町が外部監査機関に委託して実施する「情報セ

キュリティ監査」に要する経費とする。 

 

３ 助成金額 

協会は、予算の範囲内において、１市町につき１００万円を限度として「情報セキュリ

ティ監査」実施に必要な経費の２分の１を助成する。ただし、助成金に１万円未満の端数を

生じたときは、これを切り上げるものとする。 

 

４ 助成金の交付申請 

助成金の交付を申請する市町は、監査を実施する１月前までに協会に交付申請書（様式

第１号）を提出するものとする。 

 

５ 助成金の交付決定 

協会は、交付申請書を受理した場合は、その内容を県と協議のうえ審査し、適当と認め

たときは、助成金の交付を決定し、当該市町に通知するものとする。 

 

６ 助成金の請求及び実績報告 

助成金の交付決定を受けた市町が、助成金を請求するときは、監査終了後、助成金交付

請求書（様式第２号）及び実績報告書（様式第３号）を協会に提出しなければならない。 

 

７ 助成金の交付 

協会は、前項の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成

金を当該市町に交付するものとする。 

附則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。  
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(５) 市町関係団体研修事業等助成金交付要領 

 

１ 趣 旨 

公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）は、市町の振興を積極的に図

ることを目的として、愛媛県市長会、愛媛県町村会、愛媛県市議会議長会及び愛媛県町村議

会議長会（以下「関係団体」という。）が研修事業等を実施する場合に、その実施に要する

経費を助成する。 

２ 助成の対象 

助成の対象となる事業は、次のとおりとする。 

    ① 市町の振興を図るための研修事業 

    ② その他協会が助成金の交付の趣旨を達成するため特に必要と認める事業 

３ 助成金額 

助成金は、予算の範囲内において、助成対象事業の実施に要する経費の１０分の１０以内

とし、１団体当たり総額１００万円を限度とする。 

４ 助成金の交付申請 

助成金の交付を申請する関係団体は、助成金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添え

て、協会に提出するものとする。 

５ 助成金の交付決定 

協会は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金

の交付を決定し、当該団体に通知するものとする。 

６ 助成金の変更交付申請 

関係団体は、助成金の交付決定を受けた研修事業等について、助成金の額が変更となる場

合、あらかじめ協会に変更交付申請書（様式第２号）を提出するものとする。 

７ 助成金の変更交付決定 

協会は、変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助

成金の交付を決定し、当該関係団体に通知するものとする。 

８ 助成金の請求及び実績報告 

助成金の交付決定を受けた関係団体が、助成金を請求するときは、助成金交付請求書（様

式第３号）及び実績報告書（様式第４号）を関係書類を添えて、協会に提出しなければなら

ない。 

９ 助成金の交付 

協会は、前項の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金

を関係団体に交付するものとする。   

      附 則 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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(６) 公益財団法人愛媛県市町振興協会基金交付金交付規程 

 

平成 19 年 2 月 20 日 制  定（規程第 1 号） 

平成 20 年 2 月 19 日 一部改正（規程第 3 号） 

平成 24 年 3 月 29 日 一部改正（規程第 1 号） 

 （趣旨） 

第 1 条 この規程は、公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）が、市

町村振興宝くじの収益金をもって愛媛県が協会に交付する愛媛県交付金を積み立てる基

金積立金を財源として、市町に交付する交付金について、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （交付金の名称） 

第 2 条 交付金の名称は、「基金交付金」とする。 

 （基金交付金の額） 

第 3 条 基金交付金の額は毎年度２億円と市町村振興宝くじに係る収益金等をもって愛媛

県が協会に交付する前年度の交付金額の 100 分の 10 に相当する額との合計額を上限と

し、当該年度の収支予算でこれを定める。 

 （市町への配分基準） 

第 4 条 基金交付金の市町への配分については、公益財団法人愛媛県市町振興協会市町交

付金配分基準に定めるところにより算出する。ただし、人口については、前年度末日現

在の住民基本台帳人口を適用する。 

 （基金交付金の対象事業） 

第 5 条 基金交付金の対象となる事業は、地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第 32 条

に規定する事業で、市町が必要とするものとする。 

 （会計処理） 

第 6 条 協会は、基金交付金について公益目的事業会計において経理するものとし、収支

予算に計上するものとする。 

 （基金交付金を受けた市町の報告） 

第 7 条 基金交付金の交付を受けた市町は、その使途について協会に報告するものとす

る。 

 （補則） 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が

定める。 

      附 則（平成 19 年規程第１号） 

  この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

      附 則（平成 20 年規程第３号） 

  この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

      附  則（平成 24 年規程第１号） 

この規程は、公益財団法人愛媛県市町振興協会の移行の登記の日から施行する。
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公益財団法人愛媛県市町振興協会基金交付金交付細則 

 

平成19年２月20日 制  定 （細則第1号） 

平成24年３月30日 一部改正 （細則第1号） 

平成30年２月２日 一部改正 （細則第2号） 

 （趣旨） 

第 1 条 この細則は、公益財団法人愛媛県市町振興協会基金交付金交付規程（以下「規程」と

いう。）第 8 条の規定に基づき、公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」とい

う。）が市町に交付する基金交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （交付の単位） 

第 2 条 基金交付金（均等割額及び人口割額の合計額）の単位は、千円単位とし、千円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 （基金交付金の交付時期） 

第 3 条 協会は、基金交付金を当該年度の 6 月 30 日までに市町に交付するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第 4 条 協会は、交付金額を決定したときは、様式第 1 号の基金交付金決定通知書により市町

に通知するものとする。 

 （基金交付金の支払申請） 

第 5 条 前条の通知を受けた市町は、様式第 2 号の基金交付金支払申請書により基金交付金の

支払を申請するものとする。 

 （交付を受けた市町の報告） 

第 6 条 規程第 7 条に規定する基金交付金の交付を受けた市町は、交付金を受けた翌年度の 5

月 31 日までに、基金交付金の使途について、様式第 3 号の事業実績報告書により協会に報告

するものとする。 

      附 則（平成 19 年細則第 1 号） 

  この細則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

   附  則（平成 24 年細則第 1 号） 

 この細則は、公益財団法人愛媛県市町振興協会の移行の登記の日から施行する。 

      附 則（平成 30 年細則第 2 号） 

  この細則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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(７) 公益財団法人愛媛県市町振興協会市町交付金交付規程 

 

平成13年11月５日 制  定 （規程第1号） 

平成17年２月21日 一部改正 （規程第8号） 

平成24年３月29日 一部改正 （規程第2号） 

令和５年11月１日 一部改正 （規程第3号） 

 （趣旨） 

第 1 条 この規程は、公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」という。）が市町

に配分する市町交付金について、必要な事項を定めるものとする。 

 （交付金の財源） 

第 2 条 市町交付金は、新市町村振興宝くじ及びインターネット専用全国自治宝くじの新

市町村振興分（９月発売回号分）の収益金のうち本県分全額を都道府県が協会に交付す

る交付金を財源とする。 

 （市町への配分基準） 

第 3 条 市町交付金の市町への配分については、協会が客観的な指標等により、別に定め

る配分基準によって行う。 

 （交付金の対象事業） 

第 4 条 市町交付金の対象となる事業は、地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第 32 条

に規定する事業で、市町が必要とするものとする。 

 （会計処理） 

第 5 条 協会は、市町交付金について公益目的事業会計において経理するものとし、収支

予算に計上するものとする。 

 （預金利息等） 

第 6 条 市町交付金の預金から生じる利息等は、収支予算に計上して、市町交付金に編入

するものとする。 

 （交付金を受けた市町の報告） 

第 7 条 市町交付金の交付を受けた市町は、その使途について協会に報告するものとす

る。 

 （補 則） 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が

定める。 

   附 則 （平成 13 年規程第 1 号） 

 この規程は、平成 13 年 11 月 5 日から施行する。 

      附 則  （平成 17 年規程第 8 号） 

  この規程は、団法人愛媛県市町村振興協会寄附行為の一部を変更する寄附行為の施行の

日から施行する。 

   附  則 （平成 24 年規程第 2 号） 

 この規程は、公益財団法人愛媛県市町振興協会の移行の登記の日から施行する。 

   附  則 （令和５年規程第 3 号） 

 この規程は、令和５年 11 月１日から施行する。 
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市町交付金配分基準  

        平成14年２月19日 

        平成16年２月24日 改正 

        平成17年２月21日 改正 

        平成24年３月30日 改正 

        平成29年２月９日 改正 

        令和５年11月１日 改正 

 公益財団法人愛媛県市町振興協会市町交付金交付規程（以下「交付規程」という。) 第 3 条

の規定に基づく新市町村振興宝くじ及びインターネット専用全国自治宝くじの新市町村振興分

（９月発売回号分）の収益金による市町交付金の配分基準は、次に定めるところにより算出す

る。 

・ 交付金の総額のうち、2 分の 1 を均等割、2 分の 1 を人口割とする。 

・ 人口は、発売年度の 9 月末日における住民基本台帳を適用する。 

・ 均等割の市町数については、平成 18 年度分から市町合併に伴い激変緩和措置として 10 年

間、別表のとおり算出する。 

  ただし、平成 17 年度分までの市町数は、70 市町とし、算出した均等割額は、合併後の市

町へ併せて交付する。 

     附 則 

 この配分基準は、財団法人愛媛県市町振興協会市町交付金交付規程（平成 13 年 11 月 5 日理

事会議決）に基づき平成 14 年 2 月 19 日から施行し、平成 13 年度分から適用する。 

     附 則 

 この配分基準は、平成 16 年 2 月 24 日から施行し、平成 15 年度分から適用する。 

     附 則 

 この配分基準は、財団法人愛媛県市町村振興協会寄附行為の一部を変更する寄附行為の施行

の日から施行する。 

      附  則  

 この配分基準は、公益財団法人愛媛県市町振興協会の移行の登記の日から施行する。 

      附  則  

 この配分基準は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

      附  則  

 この配分基準は、令和５年 11 月 1 日から施行する。 
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別 表 

交付金配分の市町数の算定 

 

  均等割の基準となる市町数を算出するに当たり、合併により減少した市町村数（α） 

 を毎年度 10 分のαずつ段階的に減少させていくこととする。 

計算方式 

 (1) 平成１８年度    Ｎ－（１×α÷１０） 

 (2) 平成１９年度    Ｎ－（２×α÷１０） 

 (3) 平成２０年度    Ｎ－（３×α÷１０） 

 (4) 平成２１年度    Ｎ－（４×α÷１０） 

 (5) 平成２２年度    Ｎ－（５×α÷１０） 

 (6) 平成２３年度    Ｎ－（６×α÷１０） 

 (7) 平成２４年度    Ｎ－（７×α÷１０） 

 (8) 平成２５年度    Ｎ－（８×α÷１０） 

 (9) 平成２６年度    Ｎ－（９×α÷１０） 

  (10) 平成２７年度    Ｎ－α 

      Ｎ：合併前市町村数 

      α：合併により減少した市町村数 

  ※市町数は、前年度の9月末日現在の市町数を算定の基礎とする。 
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市町交付金交付細則  

平成14年2月19日 制  定 （細則第1号） 

平成15年2月18日 一部改正 （細則第1号） 

平成17年2月21日 一部改正 （細則第3号） 

平成24年3月30日 一部改正 （細則第2号） 

平成25年2月 5日 一部改正 （細則第1号） 

平成30年2月 2日 一部改正 （細則第1号） 

 （趣旨） 

第 1 条 この細則は、公益財団法人愛媛県市町振興協会市町交付金交付規程（以下「規程」

という。）第 8 条の規定に基づき、公益財団法人愛媛県市町振興協会（以下「協会」とい

う。）が市町に交付する市町交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （交付の単位） 

第 2 条 市町交付金の単位は、１円単位とする。 

 （預金利息等の取扱い） 

第 3 条 市町交付金の預金から生じる利息等は、交付金と合せて交付するものとする。  

 （交付金の交付時期） 

第 4 条 協会は、市町交付金を当該年度の 3 月 31 日までに市町に交付するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第 5 条 協会は、交付金額を決定したときは、様式第 1 号の市町交付金決定通知書により市

町に通知するものとする。 

 （交付金の支払申請） 

第 6 条 前条の通知を受けた市町は、様式第 2 号の市町交付金支払申請書により交付金の支

払を申請するものとする。 

 （交付を受けた市町の報告） 

第 7 条 規程第 7 条に規定する市町交付金の交付を受けた市町は、交付金を受けた翌年度の 5

月 31 日までに、市町交付金の使途について、様式第 3 号の事業実績報告書により協会に報

告するものとする。 

      附 則 （平成 13 年細則第 1 号） 

  この細則は、平成 14 年 2 月 19 日から施行する。 

      附 則  （平成 15 年細則第 1 号） 

  この細則は、平成 15 年 2 月 18 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日から適用する。 

    附 則  （平成 17 年細則第 3 号） 

  この細則は、財団法人愛媛県市町村振興協会寄附行為の一部を変更する寄附行為の施行の

日から施行する。 

   附  則 （平成 24 年細則第 2 号） 

 この細則は、公益財団法人愛媛県市町振興協会の移行の登記の日から施行する。 

      附 則 （平成 25 年細則第 1 号） 

  この細則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

      附 則 （平成 30 年細則第 1 号） 

  この細則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  
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(８) 地方財政法第 32 条 

別紙 

地方財政法第３２条に規定する事業  

(基金交付金交付規程第５条・市町交付金交付規程第４条関係) 

１ 事 業                    

 (1) 公共事業 

 (2) 公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものと 

  して総務省令で定める事業 

２ 総務省令で定める事業 

    地方財政法第３２条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であって、第１号

については令和９年度までの間に、第２号及び第７号から第９号までについては令和６年度ま

での間に、第３号から第６号まで及び第１０号については令和５年度までの間に行われるもの

とする。 

 一 国際交流その他の地域の国際化の推進に係る事業 

 二 地方公共団体がその運営に相当程度関与する博覧会、見本市、展示会、文化行事そ 

  の他の催しであって総務大臣が当せん金付証票に係る市場の状況等を勘案して指定す 

  るものの運営に係る事業又はその他の催しの運営の助成に係る事業 

 三 地域における人口の高齢化、少子化等に対応するための施策に係る事業 

 四 衛星通信網の活用その他の地域の情報化に係る事業 

 五 美術館、図書館、文化会館等芸術・文化活動の拠点となる施設の運営の充実その他 

  の地域における芸術・文化の振興に係る事業 

 六 大規模な風水害、地震、津波、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれらの災害の 

  予防に係る事業 

 七 地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に係 

  る事業 

 八 特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業 

 九 地球温暖化対策、リサイクルの推進等地域における環境の保全及び創造に係る事業 

  十 地域における共通の課題に対応するための調査及び研究並びに人材の育成に係る事 

  業 

 十一 令和９年に開催されるワールドマスターゲームズ 2027 関西の準備及び運営に係 

  る事業 
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(９) 公益財団法人愛媛県市町振興協会災害支援金交付規程 

 

平成 30 年 11 月１日 制定 （規程第１号） 

 

  （趣旨） 

第１条 地震、風水害、火災その他の大規模災害が発生した県内市町に対し、その復旧対 

 策の促進が図られるよう災害支援金を交付する。 

 （対象市町） 

第２条 災害支援金は、次のいずれかに該当する市町に交付する。 

 (1) 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた市町 

 (2) 災害の実情により理事長が特に認めた市町 

 （災害支援金の額） 

第３条 災害支援金の額は、次に掲げる住家が全壊した棟数（以下、「全壊棟数」という。） 

 に応じた額を基準として、市町ごとに積算するものとする。 

  ただし、全壊棟数が３０棟未満でも、全壊棟数が２５棟以上で、一部損壊や床下浸水 

 の被害が甚大であるなど、その災害の実情により理事長が特に認める場合には、全壊棟 

 数を３０棟として取り扱うことができる。 

全壊棟数 災害支援金の額 

 ３０棟以上 ～  ４０棟未満 

 ４０棟以上 ～  ５０棟未満 

 ５０棟以上 ～  ６０棟未満 

 ６０棟以上 ～  ８０棟未満 

 ８０棟以上 ～ １００棟未満 

１００棟以上 ～ １５０棟未満 

１５０棟以上 ～ ２００棟未満 

２００棟以上 ～ ３００棟未満 

３００棟以上 ～ 

３０万円

４０万円

５０万円

６０万円

８０万円

１００万円

１５０万円

２００万円

３００万円

２ 前項のほか、災害の実情により半壊は２分の１、床上浸水は３分の１をそれぞれ全壊 

 棟数に加算する。 

３ 第１項及び第２項のほか、全壊棟数が３０棟以上で、死者及び行方不明者がある場合 

 には、死者及び行方不明者１名につき５万円を加算する。 

４ 全壊棟数を早期に把握することが困難である場合には、住家の棟数をもって災害支援 

 金の額を定める。 

５ 災害支援金の最高限度額は、１市町ごとに総額５００万円とする。 
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 （大規模災害等の特例） 

第４条 大規模な災害等で前条各項により処理し難い場合は、その災害の実情、社会的影 

 響等を勘案し、別途対応するものとする。 

 （災害支援金の交付） 

第５条 理事長は、市町への災害支援金の交付を決定した場合は、当該市町へ通知の上、 

 速やかに交付するものとする。 

 （委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、理事長が 

 定める。 

   附 則 

 この規程は、平成 30 年 11 月１日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日以降に発生した災害から適用

する。 
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